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事業事前評価表

国　名：コンゴ民主共和国（DRC）
案件名：保健人材開発支援プロジェクト フェーズ 2

Project for Development of Human Resources in Health in DRC Phase 2

（１）コンゴ民主共和国における保健セクター及び保健人材開発の現状と課題

コンゴ民主共和国（以下、「コンゴ民」と記す）では、1960 年独立以来の国内・国際紛争

の影響により貧困率が高く、現在においても 1 人当たり国民総所得（GNI）は 190 USD1
（2011

年）と、サブサハラアフリカ地域の平均 1,270 USD2
（2011 年）に比して格段に低い水準である。

また、人間開発指数も 187 カ国中最下位となっている
3
。保健に関する指標については、妊産

婦死亡率は出生 10 万対 550（2007 年）、5 歳未満児死亡率は出生 1,000 対 168（2011 年）と、

ミレニアム開発目標（MDGs）達成
4
には程遠い状況であり保健開発ニーズは極めて高い。

このような保健指標の低迷の要因のひとつとして、都市・地方間での保健人材の偏在と人

材の質の低下により、保健サービスへの住民のアクセスが極めて限られていることが挙げら

れる。実際、人口 1,000 人当たりの医療従事者数は全国平均で看護師・助産師 0.82 人、医師

0.06 人と、WHO が定める基準（医師・看護師・助産師を含む医療従事者 2.3 人）を大幅に下

回っており、絶対的な人材数の不足が認められる。人材の偏在も深刻であり、「国家保健開発

計画（PNDS）2011-2015」によれば、2010 年現在の州別の人口 1 万人当たりの看護師数は、

首都に隣接するバンドゥンドゥ州で 16 人であるのに対し、首都から離れたカタンガ州及びマ

ニエマ州では 4 人と、大きな偏りがある
5
。この偏在は、同国における保健人材開発に関する

問題が、単に数量的な不足（人材養成数の不足）にあるというだけでなく、同時に既存の人

材をいかに全国に配置し定着させ管理していくかという課題も含んでいることを示している。

さらに、人材の養成（養成校での基礎教育及び卒業後の継続教育）を管理する体制も脆弱で

あり、人材養成学校の乱立や非統一的な継続教育の実施によって、人材の質を担保すること

が困難な状況となっている。

このような課題に対処すべく、JICA は 2008 年から公共保健省（以下「保健省」）次官官房

に保健アドバイザーを派遣し、同アドバイザーの分析 ･ 調査結果を踏まえ保健人材開発に重

点を置いた協力を行う方針を打ち出した。その後、右方針に基づいて、保健省人材関連局〔総

務・人事担当局（D1）、初期教育担当局（D6）、継続教育担当局（D11）をカウンターパート

として技術協力プロジェクト「保健人材開発支援プロジェクト（PADRHS）」を 2010 年から

2013 年まで展開し、コンゴ民で初の保健人材に関する国家計画となる「国家保健人材開発計

1
　  World Bank, World Development Indicators, 2013

2
　 同上

3
　 UNDP. Human Development Report, 2013

4
　 MDGs 目標値：妊産婦死亡率は出生 10 万対 332、5 歳未満児死亡率は出生 1,000 対 60。

5
　  コンゴ民 PNDS 2011-2015。なお、本プロジェクトにおける対象州 3 州における人口 1 万人当たりの看護師数は以下のとおり：バ

コンゴ州 10 人、西カサイ州 14 人、カタンガ州 4 人。

１．案件名

２．事業の背景と必要性
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画（PNDRHS）2011-2015 年」（PNDRHS 2011-2015）の策定・承認を技術的に支援した。さ

らに当該プロジェクトでは、この PNDRHS 2011-2015 に掲げられる目標及び戦略軸に沿って、

カウンターパート機関の調整能力の強化、人材届出リストの更新を通じた保健人材情報シス

テムの構築、これまで職務基準が明確に定められていなかった中級助産師の資格等に関する

基準案の策定、さまざまなドナーによって実施されている継続教育の現状把握及び州レベル

でのニーズ調査等、PNDRHS 2011-2015 の実施に必要な活動を支援してきた。

今後、上記の実績に基づき、保健人材開発に関する取り組みが PNDRHS に即して保健行

政の各レベルで組織的に行われていくうえでは、中央・州間が緊密に連携し、保健人材の養

成・配置・定着を計画的・体系的に行うことが求められる。そのためにはまず、広大な国土

と民族的・地域的多様性を抱えるコンゴ民の各州の現状に照らして、州保健医務局が州保健

人材開発計画（PPDRHS）を策定し、その実施結果を中央レベルに報告するという体制が機

能していることが欠かせない
6
。しかし現状では、PPDRHS の策定を了している州はまだ存在

しない状況である。

そこで本プロジェクトでは、州保健医務局が PPDRHS を PNDRHS に整合する形でかつ各

州の現状に即して策定・実施するための支援を行うとともに、州での活動を通じて得られる

さまざまな知見やデータが保健省人材関連局に集約・蓄積され、本省の政策策定能力や指

導・監督能力の向上に資するような仕組みを構築するための支援を行う。その際、州保健医

務局の活動に対する指導・監督という保健省本省の本来業務を保健省人材関連局が効果的・

効率的に行うための能力強化が必要となることから、同人材関連局が指導・監督を行う際に

依拠することになる次期 PNDRHS（2016-）及び各種規定の策定・整備を技術的に支援するこ

とも本プロジェクトの範疇に含まれる。

このように本プロジェクトでは、州レベルでの PPDRHS 策定・実施と、中央レベルでの

PNDRHS（2016-）及び関連規定の策定を支援することを通じて、中央・州間のトップダウン

とボトムアップのサイクルが構築され、PNDRHS 及び PPDRHS の策定・実施を効果的・持続

的に行うために必要な基盤が保健省及び州保健医務局の双方において強化されることがめざ

される。また中長期的には、PNDRHS 及び PPDRHS に基づいた人材の養成・配置・定着が行

われることで、住民に対する保健サービス提供の最前線である一次医療施設レベルにおける

サービスの質の改善やアクセスの向上に貢献することが期待される。

（２）コンゴ民における保健セクター／保健人材の開発政策と本事業の位置づけ

「保健人材開発」は、コンゴ民の「第 2 次貧困削減・開発戦略書（DSCRP II）2011-2015」
に基づく保健セクター政策戦略として 2010 年 3 月に策定された「第 2 次保健システム強化戦

略（SRSS）2011-2015 年」（以下「SRSS」）において、6 つの戦略軸の 1 つに位置づけられて

いるとともに、一次医療施設レベルにおける保健医療サービス提供に関する業務の適正化に

不可欠の要素として重視されている。

また、「国家保健開発計画（PNDS）2011-2015 年」は SRSS を具体化した国家計画であるが、

PNDRHS 2011-2015 は PNDS に掲げられるさまざまな戦略に対応して策定される下位計画

のうちのひとつとして位置づけられる。さらに、PPDRHS の策定の必要性は PNDRHS 2011-

6
　 PPDRHS の策定の必要性は PNDRHS 2011-2015 に明記されている。
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2015 にも明記されている。

（３）保健セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績

外務省「対コンゴ民主共和国事業展開計画」における重点分野「社会サービスへのアクセ

ス改善」のなかで、保健人材の能力強化を目的とした協力を行う旨が明記されている。また

第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）においては、MDGs 達成に向け、基礎的保健サービス

を利用するための妨げとなっている格差を解消し MDGs 達成を促進するアプローチとしてユ

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）7
の実現が掲げられ、その実現のために保健システ

ム強化を支援していく旨が横浜行動計画に記載された。本事業は保健人材の開発・管理を支

援することで保健医療サービスの供給側の格差解消を促進するものであり、UHC 達成に寄与

するといえる。

保健人材開発分野での協力実績としては、2008 年に保健アドバイザーを中心として保健省

ハイレベルと日本側で合意された協力方針に基づき、本案件の先行案件である技術協力プロ

ジェクト「保健人材開発支援プロジェクト PADRHS」（2010-2013 年）を通じて保健省人材関

連局の能力強化と PNDRHS 2011-2015 の策定支援を行うとともに、無償資金協力プロジェク

ト「保健人材センター整備計画」（2011-2013 年）を通じて中級保健人材（A2）8
の養成の中核

となる国立パイロット校を建設したことが挙げられる。また、保健システム強化の一環とし

て保健省及び医療施設を対象とした 5S-KAIZEN アプローチに基づく戦略的マネジメントの導

入・定着支援を保健アドバイザー中心に行うことで、保健行政及び医療の現場の両レベルに

おいて組織的かつ継続的に業務改善が実施されるための下地づくりを支援している。これら

の協力の相乗効果により、協力プログラム全体としての効果が発現している。

（４）他の援助機関の対応

保健分野では世界保健機関（WHO）、国連人口基金（UNFPA）、国連児童基金（UNICEF）、
世界銀行、欧州連合（EU）といった国際機関及びベルギー、カナダ、米国、英国等の二国間

協力機関が存在し、これらの機関と保健省は保健分野支援パートナー会議枠組みを通じて情

報交換や協調・調整を行っている。

保健人材開発分野では、英国国際開発省（DFID）が保健人材データベース構築支援を一部

の州において行っているほか、UNFPA が上級保健人材（A1）9
の養成基準の整備と一部の州に

おける上級保健人材養成校への右基準の導入に関する支援を行っている。保健医療施設にお

いて A1・A2 は補完的な立場にあることから、本プロジェクトにおいて PNDRHS 2011-2015
の評価や次期 PNDRHS（2016-）の策定を支援する際も、A1 の養成を管轄する高等教育省や

UNFPA と連携し、A1・A2 の両カテゴリに属する保健人材の開発が包括的に検討されること

7
　 UHC は世界保健機関（WHO）によれば「すべての人が適切な健康増進・予防・治療・機能回復に係るサービスを、負担可能な

費用で利用できること」と定義される。
8
　 保健省が管轄する養成校を卒業した人材カテゴリを指し、職種としては看護師、臨床検査助手、薬剤助手、看護助産師、衛生技

師等が含まれる。当該養成校への入学資格は 10 年間の初等中等教育を修了していることであり、在学年数は 4 年間である。A2
の主な職務は保健医療サービスの提供であり、A1 がその管理者となることが多い。

9
　 高等教育省が管轄する養成校を卒業した人材カテゴリを指し、職種としては看護師、助産師、各種技師が含まれる。当該養成校

への入学資格は 12 年間の初等中等教育を修了していることであり、在学年数は 3 年間である。卒業後は保健省によって採用・配

置される。A1 の主な職務は、保健医療サービスの提供に加え中級人材の管理者としての役割が含まれる。また、中級保健人材養

成校（IEM）の教員を務めるのも A1 である。
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が重要となる。また、EU が国家保健開発計画（PNDS）支援プロジェクトの一環として一部

の州において州保健医務局の年間事業計画策定・実施支援を行っている。

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、保健省人材関連局による次期 PNDRHS（2016-）の策定・承認に関する活動や

PNDRHS の実施に必要な各種規定の整備を支援すると同時に、対象州の州保健医務局による

州保健人材開発計画（PPDRHS）の策定を支援することで、PNDRHS が効果的・持続的に策

定・実施されるための基盤強化を図り、もって対象州における適正かつニーズに即した保健

人材の養成・定着・キャリア管理・継続教育の促進、その成果の他州への普及に寄与するも

のである。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名

＜対象地域＞

キンシャサ特別州（人口約 970 万人）

バコンゴ州（人口約 270 万人）

西カサイ州（人口約 600 万人）

カタンガ州（人口約 930 万人）

（３）本事業の受益者／ターゲットグループ

保健省：保健人材関連局（人材技術委員会を含む）

対象州：州保健医務局人材担当課

（４）事業スケジュール（協力期間）

2014 年 1 月～ 2017 年 12 月を予定（計 48 カ月）

（５）総事業費（日本側）

約 4 億 5,000 万円

（６）相手国側実施機関

保健省：保健人材関連局（D1、D6、D11）
対象州の州保健医務局： 人材担当課（総務・人事担当課、初期教育担当課、継続教育担当

課）
10

10
　 保健省人材関連局の業務内容はすべて国家保健人材開発計画（PNDRHS）に掲げられる戦略軸及び活動計画に直結するものであ

る。また、保健省の人材関連各局と州保健医務局の人材関連各課の業務内容はそれぞれ対応関係にあり、相互に指導・報告する

体制となっている。

３．事業概要
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（７）投入（インプット）

１）日本側

①　長期専門家：チーフアドバイザー、保健人材開発支援、業務調整（計 144 MM）

②　短期専門家：保健人材養成、保健人材情報（計 16 MM）

③　本邦及び第三国研修（セネガルとの三国間協力含む）

④　プロジェクト目標達成に必要な現地活動に係る経費

⑤　プロジェクト活動に必要な事務機器、事務用品

２）コンゴ民側

①　カウンターパートの人材配置

プロジェクトダイレクター（保健省次官）

プロジェクトマネジャー（保健省 D1 局長）、等

②　保健省及び州保健医務局におけるプロジェクトオフィスの整備

③　経常経費の予算確保及び負担（プロジェクトオフィスの光熱費）

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境に対する影響／用地取得・住民移転

①　カテゴリ分類：Ｃ

②　カテゴリ分類の根拠：本事業による環境への影響等はない。

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減：特になし

３）その他：特になし

（９）関連する援助活動

１）わが国の援助活動

保健アドバイザー（2008 年 6 月 - 現在）、無償資金協力プロジェクト「保健人材セン

ター整備計画」（2011-2013 年）、本邦研修「仏語圏中西アフリカ地域保健人材開発管理２」

（2012-2013 年）等が挙げられる。さらに、右本邦研修への参加者を中心に仏語圏アフリカ

8 カ国の保健省人材関連局同士をつなぐ広域ネットワークが立ち上げられたことで、本案件

の先行案件によって実施された活動及び成果が他の参加国に普及されているとともに、他

の参加国における好事例がコンゴ民保健省にも共有されるなどのシナジーが発現している

ところ、本案件においても引き続きこの地域ネットワークを活用することとする。

２）他ドナー等の援助活動

UNFPA による上級保健人材教育基準の作成支援（２．（４）で既述）や、本事業の対象

州の 1 つである西カサイ州での DFID による保健人材データベースの整備支援は、本案件

で予定されている活動との相乗効果が期待できるため、保健分野支援パートナー会議枠組

み等を通じて本案件の活動状況に関して情報共有するとともに保健省による調整を促進し

ていくことが必要となる。
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（１）協力概要

１ ）上位目標：対象州における保健人材の養成・定着・キャリア管理・継続教育
11
が適正かつ

ニーズに即して
12
促進されるとともに、その成果が他州へ普及する

13
。

指標１　 対象州において配置基準に則して人材配置がなされる医療施設が xx％から yy％と

なる。

指標２　対象州において保健人材年鑑が毎年更新される。

指標３　州保健人材開発計画 PPDRHS にかかる活動予算が xx％から yy％に増加する。

２ ）プロジェクト目標：国家保健人材開発計画 PNDRHS の策定及び実施を効果的・持続的に

行うために必要な基盤が保健省及び対象州において強化される。

指標１　 中央及び対象州におけるオブザベートリー
14
が年 1 回以上更新される。

指標２　 対象州において中級保健人材養成校全国統一卒業試験（Jury National）の合格率が

xx％から yy％に向上する。

指標３　 対象州において継続教育にかかるドナー合同計画が策定される。

３）成果及び活動

成果１： 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2011-2015）の評価結果に基づき、国家保健人材

開発計画 PNDRHS（2016-）が策定・承認される。

指標 1-1　 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2011-2015）の評価報告書が作成される。

指標 1-2　 オブザベートリーの機能強化に関る省庁間会議が年 x 回開催される。

指標 1-3　 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2016-）に上級・中級保健人材養成にかかわる

共通ビジョンが記載される。

指標 1-4　 州保健人材開発計画 PPDRHS を策定した州が xx％から yy％になる。

指標 1-5　 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2016-）が承認される。

活動　 ①保健人材オブザベートリーの機能化、②保健人材養成にかかる共通ビジョン策定、

③州保健人材開発計画の策定支援、④現行国家保健人材開発計画の評価、⑤次期国

家保健人材開発計画策定・承認、等

11
　 「養成・定着・キャリア管理・継続教育」という 4 つの要素は、PNDRHS に記載される 4 つの大項目を成す要素であり、質の高

い保健人材が養成校で養成され、卒業後に配置される現場から離職せずに所定の期間在職（定着）し、その後の異動から退職ま

でを含むキャリア管理が適切になされるとともに、現任期間中の継続教育によって求められる職能を身に付けることができる、

という保健人材を包括的・体系的に開発・管理するために不可欠な要素である。
12

　 指標１に掲げられる配置基準には、医療施設に必要な職種ごとの保健人材数が定められる一方、指標２に掲げられる保健人材年

鑑から各医療施設に在籍する個々の保健人材の職能や適性を総合的に確認することができるため、指標１及び２をもって上位目

標の達成度を測ることが可能である。
13

　 指標３に掲げられる PPDRHS 実施のための活動予算の増加は、各州で PPDRHS が実施される条件を形成することから、当該指

標をもって上位目標の達成度を測ることが可能である。
14

　 WHO 保健人材局が各国での設立を推奨している「保健人材問題の解決に向けた活動推進とモニタリングを行うための組織」の

呼称。主な機能は、保健人材に関する調査 ･ 計画立案、情報管理メカニズムの設置、周辺国との情報共有促進等に関するプラッ

トフォームとしての機能であり、これらの活動に関する情報の定期的更新が期待される。

４．協力の枠組み
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成果２：国家保健人材開発計画 PNDRHS を実施するための各種規定が整備される。

指標 2-1　 中級保健人材（助産師）の教育基準が作成される。

指標 2-2　 継続教育にかかる規定文書が承認される。

指標 2-3　中級保健人材養成校全国統一卒業試験 Jury National の評価報告が作成される。

活動　 ①中級保健人材（助産師）の教育基準策定・承認、②継続教育の規定文書策定・承

認、③人事管理の規定文書策定・承認、④中級保健人材養成校全国統一卒業試験の

実施・評価、実施細則の改善、等

成果３： 対象州において中央の関与のもと、国家保健人材開発計画 PNDRHS に則し、且つ

事実に基づいた州保健人材開発計画 PPDRHS が策定され実施が開始される。

指標 3-1　 州保健人材開発計画 PPDRHS の策定ロードマップが作成される。

指標 3-2　 対象州における保健人材データのカバー率が xx％から yy％になる（分母は 2009
年保健人材年鑑）。

指標 3-3　 中央による支援のもとで州保健人材開発計画 PPDRHS が策定され、承認される。

指標 3-4　 州保健人材開発計画 PPDRHS の実施状況に関する指導・監督報告書が作成され

る。

活動　 ①対象州（バコンゴ州）における保健人材データベース構築、②州保健人材開発計

画 PPDRHS（2016-）の更新、③州保健人材開発計画 PPDRHS の実施状況の指導・監

督

４）プロジェクト実施上の留意点

・ それぞれの指標の基準値・目標値については、プロジェクト開始後のベースライン調査

後に設定する。

・ 対象州の候補であるバコンゴ州・西カサイ州・カタンガ州は、広大な国土を抱えるコ

ンゴ民の多様な地域性を配慮し、西部、中部、東部からそれぞれ選定した。また、日本

人専門家によるアクセス等にも配慮した。ただし対象州の最終的な確定に先立ち、プロ

ジェクト開始までに州保健医務局の意向、受入れ能力、他ドナーとの重複等に関して、

対象州とすることの妥当性を再度確認する必要がある。

・ 地方分権化の過程において、現存の 11 州を 26 州に分割する計画についての議論がなさ

れている。対象州が分割された場合の対象州の定義については、別途協議を経て確定す

る。

・ 限られた予算・人員のなかで最大の成果を上げるため、現地リソースの活用、出張・

ワークショップの効率化等、効率的な事業運営に努めることが求められる。

（２）その他インパクト：特になし。

（１）成果達成のための外部条件

対象州において治安が悪化しない。

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）
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（２）上位目標達成のための外部条件

中央保健省と州保健医務局の連携が維持される。

本事業は、コンゴ民の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また、

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

先行案件「保健人材開発支援プロジェクト」は、保健アドバイザー、保健人材開発管理に関す

る本邦研修、同本邦研修から派生した広域ネットワーク、さらには保健人材養成に関する類似案

件
15
の実施実績のあるセネガル共和国保健省との三国間協力といったさまざまなスキームによる案

件が全体としてひとつの方向に関連づけられており、かつ各案件同士の関連性とそのなかでの先

行案件の位置づけに関する認識をカウンターパートと日本側が充分に共有できていたことがプロ

ジェクト目標達成にあたり大きく貢献したと評価された。この教訓は、本プロジェクトの形成段

階においても、カウンターパートによる問題分析ワークショップでの議論を基にデザインを行う

など、充分に生かされている。また、先行案件における PNDRHS 2011-2015 の策定に先立って、

セネガル保健省人材局との技術交換が実施された結果、コンゴ民の保健人材開発に関する現状把

握・課題分析が行われ、コンゴ民保健省人材関連局によって PNDRHS 策定に向けたロードマップ

が作成されるなど、三国間協力枠組みを活用した取り組みが PNDRHS 2011-2015 の効率的策定に

貢献したことから、本プロジェクトにおいても引き続きセネガル保健省との知見交換や第三国研

修の実施、第三国専門家の派遣等を組み込むことを予定している。

（１）今後の評価に用いる主な指標

４．（１）のとおり。

（２）今後の評価計画

・事業開始 6 カ月以内　　ベースライン調査

・事業中間時点　　　　　中間レビュー

・事業終了 6 カ月前　　　終了時評価

・事業終了 3 年後　　　　事後評価

15
　 無償資金協力プロジェクト「国立保健医療・社会開発学校整備計画」（2002-2004 年）、技プロ「保健人材開発促進プロジェクト」

（2001-2006 年）等

６．評価結果

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

８．今後の評価計画
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第１章　詳細計画策定調査の概要

１－１　調査の背景と目的

コンゴ民主共和国（以下、「コンゴ民」と記す）では、1960 年独立以来の国内・国際紛争の影

響により貧困率が高く、現在においても人口の 88％が 1 日 1.25USD 未満で生活している（2006 年、

世銀）。保健関連指標についても、1990 年代の指標レベルから改善されてはいるものの、妊産婦

死亡率は目標値 332（出生 10 万対）に対して 550（出生 10 万対、2007 年）、5 歳未満児死亡率は

目標値 60（出生 1,000 対）に対して 168（出生 1,000 対、2011 年）と、ミレニアム開発目標（MDGs）
達成目標値からは依然として程遠い状況である。

コンゴ民政府はこうした現状に応えるため、第 2 次貧困削減・開発戦略書（DSCRP II、2011-
2015）を策定し、保健セクター開発を同戦略の第 3 の柱「基礎社会サービスへのアクセス改善お

よび人的資本の強化」に含めるとともに、全人口に対し現実的な費用負担で質の高い保健サービ

スを提供することを目標としている。この目標を実現するため、当該国保健省は DSCRP II に基

づいて第 2 次保健システム強化戦略（SRSS、2011-2015 年）及びその実施計画としての国家保健

開発計画（PNDS、2011-2015 年）を策定し、同戦略・計画を構成する柱のひとつとして「保健人

材開発」を掲げている。

実際、コンゴ民における保健人材は、人口 1 万人当たりの医療従事者数が全国平均看護師 8.23
人と、WHO の定める保健人材配置基準（人口 1 万人当たり 23 人）を大幅に下回っている一方で、

人材の深刻な偏在がみとめられる。PNDS（2011-2015）によれば、2010 年現在の州別の人口 1 万

人当たりの看護師数は、首都に隣接するバンドゥンドゥ州で 16 人であるのに対し、首都から離

れたカタンガ州及びマニエマ州では 4 人と、大きな偏りがある。この偏在は、コンゴ民における

保健人材開発に係る問題が、単に数量的な不足（人材養成数の不足）にあるというだけでなく、

同時に既存の人材をいかに全国に配置し定着させ管理していくかという課題も含んでいることを

示している。

こうした状況の下、わが国は 2008 年に保健省次官官房に政策アドバイザーを派遣し、保健分

野二国間協力プログラム（Grands Axes 2008-2013）が策定された。その後、右プログラム方針に

基づいて、公共保健省（以下、保健省）の人材関連局〔総務・人事担当局（D1）、初期教育担当

局（D6）、継続教育担当局（D11）〕をカウンターパートとして技術協力プロジェクト「保健人材

開発支援プロジェクト（PADRHS）」（2010-2013）を展開し、それまで定められていなかった国家

保健人材開発計画（PNDRHS、2011-2015）の策定・承認を技術的に支援した。さらに当該プロジェ

クトでは、このPNDRHSに掲げられる目標や戦略軸に沿って、PNDRHS実施のためのカウンター

パートの能力強化、人材届出リストの更新を通じた保健人材情報システムの構築、これまで基準

が定められていなかった中級（A2）助産師の資格・養成・評価に関する基準案の策定、さまざ

まなドナーによって実施されている現任教育の現状把握及び州レベルでのニーズ調査などを支援

し、着実な成果を上げている。

今後は、保健省レベルで達成された上記の成果が、住民に対する保健サービスデリバリーの実

施を担う最前線である保健ゾーン（1 次レベル）にまで中長期的に浸透していくことをめざす。

そのためには、国レベルの保健人材委員会と保健省人材関連局による行政指導の下、各州政府が

PNDRHS に依拠しつつ州保健人材開発計画（PPDRHS）を策定し実施できることが重要である。

そこで、コンゴ民政府より、PPDRHS 策定・実施のための州保健局の能力強化と、保健省による
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州保健局に対する監督能力の強化を主眼とする技術協力プロジェクト「保健人材開発支援プロ

ジェクト（PADRHS）フェーズ２」（以下、「本プロジェクト」）が要請された。

本詳細計画策定調査は、コンゴ民政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機

関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、本プロジェクトの事前評価を行うために必要

な情報を収集・分析することを目的とする。

１－２　調査内容

（１ ）①既存資料の整理と分析による基礎情報調査、②開発パートナーへの聞き取り、③保健省

及び関係者への聞き取り、④先行案件（フェーズ１）の終了時評価（2013 年 6 月）での提

言を踏まえた活動進捗状況・成果の確認等を通して、プロジェクトの協力の枠組み（目標、

対象範囲、成果、投入、指標等）について検討し、先方政府と協議を行う。

（２ ）上記（1）の協議結果に従い、PDM（案）、PO（案）を作成し、実施体制を確認のうえ、

双方の負担事項やプロジェクト実施上の留意事項、プロジェクト開始までに双方で必要な作

業等について協議を行う。

（３ ）評価５項目に沿って、プロジェクト事前評価を行う。

（４ ）協議結果を合意文書（R/D）にまとめ、先方政府と署名交換を行う。

１－３　調査団員構成

氏　名 担当分野 所　属 現地調査期間

小林　洋輔 団長／総括
JICA 人間開発部保健第 1 グループ

保健第二課長
9/1 ～ 10

仲佐　保 技術参与
国立国際医療研究センター

国際医療協力局　国際派遣センター長
9/1 ～ 10

安孫子　悠 協力企画
JICA 人間開発部保健第 1 グループ

保健第二課　職員
8/25 ～ 9/10

伊藤　治夫 評価分析
株式会社アイコンズ　取締役

主任コンサルタント
8/25 ～ 9/10

関田　眞理子 通　　訳 8/25 ～ 9/10

１－４　調査日程

付属資料１のとおり。

１－５　主要面談者

付属資料２のとおり
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第２章　調査概要

２－１　調査の方針と協議の展開

２－１－１　調査方針

（１ ）本プロジェクトの先行案件「保健人材開発支援プロジェクト（PADRHS）」（以下、「フェー

ズ 1」）においては、JICA のコンゴ民保健セクター協力プログラムの一環として、当該技

術協力プロジェクトと並行して実施されている無償資金協力によるキンシャサ中級保健人

材養成校（IEMK）整備計画への側面支援がプロジェクト活動の範囲に含まれていた。本

プロジェクトにおいてもプログラム協力の観点から、同無償資金協力との相乗効果が引き

続き期待される。よって本詳細計画策定調査においては、フェーズ１の成果の深化・定着

を主眼としたプロジェクトデザインを検討するとともに、本プロジェクトのスコープとし

て、IEMK への支援をどの程度取り込むのかといった部分に関して、IEMK 開校に向けた

動向を注視しつつ、現地調査、関係者との協議を行うことを方針とした。

（２ ）詳細計画策定調査においては、カウンターパート機関による開発ニーズの把握のための

詳細計画策定に向けた問題分析ワークショップ及び関係省庁による保健人材開発支援二国

間協力（Grandes Axes）策定が実施された。カウンターパート機関のプロジェクトへのオー

ナーシップの確保のためにも、同問題分析及び Grandes Axes の協議の結果を可能な限り

PDM に反映することを方針とした。

２－１－２　協議の展開

（１ ）当初計画されたフェーズ 2 のスコープとして、IEMK への支援をどの程度取り込むのか

といった部分に関しては、コンゴ民政府による開校準備に遅れがみられ、また、当初計画

されていた 2013 年 9 月からの開校の可能性が担保できない状況にあることからも、詳細

計画策定調査の現時点では、支援を開始することの可否、支援を行う場合の専門家の役割

などについて的確な判断を行うことが困難であると判断された。2013年 10月以降の開校・

運営の状況を踏まえて、改めて対応を検討することが適当であると判断した。

（２ ）詳細計画策定のための問題分析ワークショップが中央保健省のカウンターパート〔第 1
局（D1）、第 6 局（D6）、第 11 局（D11）〕、州保健医務局関係者（西カサイ州、バンドゥ

ンドゥ州、オリエンタル州）、日本人関係者の合計 35 名により、2013 年 8 月 23 日に実施

された。その後、問題系図から目的分析、プロジェクトの選択〔付属資料４．詳細計画策

定調査ミニッツ（M/M）参照〕を行い、その結果を PDM に反映した。目的分析の中心目

的はフェーズ 1 で策定された国家保健人材開発計画（PNDRHS）の実施であり、州レベル

での州保健人材開発計画（PPDRHS）の策定及び実施がその直接手段とされ、養成、キャ

リア管理、定着、継続教育それぞれの目的を達成するための手段が参加者により検討さ

れた。D1、D6、D11 の局長への問題分析ワークショップの結果説明に際しては、保健人

材ベースとしてオブザベートリーの機能化（D1）、中級保健人材養成校全国統一卒業試験

（Jury National）の実施（D6）、継続教育のためのガイドラインの整備（D11）、保健人材養

成のためのインフラ整備（D6、11）の重要性が強調された。このなかでインフラ整備に
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関しては、プロジェクトとして予算の限度があり、技術協力プロジェクトのスキームとし

ても適切でないため、本プロジェクトの PDM からは除外することで合意した。

２－２　保健人材開発分野の概況

２－２－１　保健人材

全般的に医療従事者数は増加しており、医師は 1998 年の約 2,000 人から 2008 年には 5,967 人、

看護師については約 27,000 人から 43,021 人へと増加している。しかし、医師 1 人当たりの人

口は 11,274 人と WHO 基準の 10,000 人を超え、上級看護師についても同様に 1 人当たり 8,000
人と基準の 5,000 人を超えており人材数が不足している。2008 年における職種別の保健医療従

事者数は表２－１のとおりである。専門職の割合が全体の 58.2％、事務職が 41.8％となってお

り、専門職においては看護師が 81.9％と大多数を占めている。

表２－１　職種別の保健医療従事者数

職　種 人　数 保健専門職における割合

医師 5,967 11.4％

薬剤師 1,300 2.5％

歯科医師 71 0.1％

看護師 43,021 81.9％

運動療法士 253 0.5％

放射線技師 212 0.4％

臨床検査技師 870 1.7％

衛生技師 156 0.3％

薬剤助手 270 0.5％

麻酔技師 73 0.1％

栄養士 301 0.6％

保健技師 1 0％

歯科技師 3 0％

整形外科技師 6 0％

疫学者 2 0％

生物学者 5 0％

衛生士 15 0％

保健専門職合計 52,526（58.2％） 100％

事務職 37,749（41.8％）

合　計 90,275（100％）

出典：JICA 保健セクター情報収集・確認調査 保健セクター分析報告書（2012 年）

人材数の不足に加え、地域偏在が生じている。2009 年の州ごとの人口 10,000 人当たりの医
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師及び看護師は図２－１のとおりである。医師の平均は 0.61 人、赤道州で 0.2 人に対しキン

シャサでは 1.8 人、公的セクターの医師の 60％が総人口の 10％が居住するキンシャサに集中

しているというデータもある。人口 10,000 人当たりの看護師は 8.23 人であり、州により差が

ある。看護師はカタンガ州とマニエマ州で 4 人に対し、バンドゥンドゥ州では 2006 年の 6 人

から 2009 年には 16 人まで増加している。特に地方部における医療人材の定着に関しては、教

育機会の提供、宿舎の提供、生活環境の改善の必要性が指摘されている。保健人材にかかわる

問題点として、①人材採用の窓口が一本化されていない（中央のみならず、州知事、地方議会

での採用も行われている）、②中長期的な人材採用計画がない、③求職者と求められるスキル

のミスマッチ、④定年が徹底していないことによる人材の高齢化、⑤政治的な理由により合理

化が困難、⑤保健人材に占める事務職の過多などが指摘されている。
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整形外科技師 6 0%  

疫学者 2 0%  

生物学者 5 0%  

衛生士 15 0%  

保健専門職合計 52,526（58.2%） 100%  

事務職 37,749（41.8%）  

合計 90,275（100%）  

出所：JICA 保健セクター情報収集・確認調査 保健セクター分析報告書（2012年） 
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図２－１　州別人口 10,000 人当たりの医師及び看護師数（公的セクター）（2009 年）

２－２－２　保健人材開発政策

（１）保健システム強化戦略（SRSS）
コンゴ民政府は「第 2 次貧困削減・開発戦略書（DSCRP II）（2011-2015 年）」の保健分

野の活動計画として、保健セクターにおける政策戦略「保健システム強化戦略（Stratégie 
de Renforcement du Système de la Santé：SRSS）2011-2015」を関係諸機関とともに策定し

2010 年 3 月に採択した。SRSS では保健ゾーンをプライマリヘルスケア（PHC）の実施最

小単位と位置づけ、そこで住民がバランスの取れた基本的医療サービスを受けられること

をめざし、保健人材開発を含む以下の 6 つの柱となる戦略を挙げている。

１）保健ゾーンの活性化

２）ガバナンスとリーダーシップの強化

３）保健人材開発

４）医薬セクター改正（リフォーム）

５）保健財政改正（リフォーム）

６）セクター内及びセクター間のパートナーシップ強化
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（２）国家保健開発計画（PNDS）、州保健開発計画（PPDS）
保健セクターの国家計画として SRSS の下「国家保健開発計画（Plan National de 

Développement Sanitaire：PNDS）」が策定された。「PNDS 2011-2015」では、4 つの介入戦略

（1. 保健ゾーンの開発、2. 保健ゾーン開発支援、3. ガバナンスとリーダーシップの強化、

4. セクター間の協力強化）を挙げており、そのうち 2 番目の「保健ゾーン開発支援」の

下位戦略の 1 つとして「保健人材開発」を挙げている。また、PNDS の州レベルにおける

計画が「州保健開発計画（Plan Provincial Développement Sanitaire：PPDS）」であり、「PPDS 
2011-2015」が各州の状況に合わせて策定され、実施されている。

（３）国家保健人材開発計画（PNDRHS）、州保健人材開発計画（PPDRHS）
上記にみてきたように、「SRSS 2011-2015」においては、保健人材開発にかかわるサブ

セクターの「国家保健人材開発計画（Plan National Développment des Ressources Humaine en 
Santé：PNDRHS）」を策定することが保健人材開発の戦略として挙げられ、PNDRHS（2011-
2015 年）が JICA の支援の下に策定された。同計画は具体的な目標は以下のとおり定めら

れている。

１）保健人材開発を担当する組織のガバナンス及びリーダーシップの強化

２）保健人材計画の枠組みの強化

３）中等、高等及び大学レベルにおける基礎教育の質の向上

４）保健人材の管理と能力開発の強化

５）保健人材のモチベーション（労働環境、待遇、給与、手当など）の確保と定着促進

PNDS の州開発計画である PPDS と同様に PNDRHS の州レベルの保健人材開発計画と

して、「州保健人材開発計画（Plan Provincial Développment des Ressources Humaine en Santé：
PPDRHS）」の策定が計画されている。フェーズ 1 においては、保健省人材関連局が全 11
州に対して PNDRHS 普及セミナーを実施し、PNDRHS 策定過程についての本省での経験

を共有した。その結果、PNDRHS 策定過程における第 1 ステップ「現状分析」がすべての

州で実施され、うち 4 州においては世界予防接種ワクチン同盟（GAVI）の資金を用いて

第 2 ステップ「戦略及び目標の設定」までがなされるなど、州における PPDRHS 策定に

向けた主体的な動きが確認されている。
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図xx 各保健政策および保健人材開発計画 

 

2-2-3 保健人材養成  

コンゴ民における保健人材の教育機関、修業年数などの概要は表xxのとおり。上級保健

人材（A0、A1）の教育機関は高等教育省の管轄であり。大学の医学部・薬学部・歯学部（高

校卒業後7年間）、または、高等保健人材養成校（Institut Supérieur des Techniques 

Médicales：ISTM）（高校卒業後3年間）で養成される。中級保健人材（A2）の教育機関は保

健省の管轄であり、IEMまたはITM（10年の基礎教育修了後4年制）で養成されている。中級

保健人材の教育機関では全国統一卒業試験に合格することにより、資格16を得ることができ

る。 

看護師などA1とA2の両方のカテゴリにある職種では、現場で行う業務に資格上の違いは

ないが役割が異なる。一般的に、A1は主に病院や保健行政機関、教育機関などで働き、将

来的に管理職をめざす人材であり、A2は主に保健センターや1次レベルの病院で保健医療サ

                                                  
16 全国統一卒業試験合格者には養成校からディプロマが授与される。看護職はそのディプロマをもって就

職するが、看護師や助産師としての資格登録制度はない（DRC においては、医師と薬剤師のみにカウンシ

ルによる資格登録制度があるが、それ以外の職種にはない）。 
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Humaine en Santé 
国家保健人材開発計画 

PPDS (2011‐2015) 
Plan Provincial Développement Sanitaire 
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Plan Provincial Développement des Ressources 
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州保健人材開発計画 (未策定) 

中
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PNDS (2011-2015) 
Plan National Développement Sanitaire 

国家保健開発計画 

図２－２　各保健政策及び保健人材開発計画

２－２－３　保健人材養成

コンゴ民における保健人材の教育機関、修業年数などの概要は表２－２のとおり。上級保健

人材（A0、A1）の教育機関は高等教育省の管轄であり。大学の医学部・薬学部・歯学部（高

校卒業後 7 年間）、または、上級保健人材養成校（Institut Supérieur des Techniques Médicales：
ISTM）（高校卒業後 3 年間）で養成される。中級保健人材（A2）の教育機関は保健省の管轄で

あり、中級保健人材養成校（IEM）または単科の中級看護人材養成校（ITM）（10 年の基礎教

育修了後 4 年制）で養成されている。中級保健人材の教育機関では全国統一卒業試験に合格す

ることにより、資格
16
を得ることができる。

看護師など A1 と A2 の両方のカテゴリにある職種では、現場で行う業務に資格上の違いは

ないが役割が異なる。一般的に、A1 は主に病院や保健行政機関、教育機関などで働き、将来

的に管理職をめざす人材であり、A2 は主に保健センターや 1 次レベルの病院で保健医療サー

ビスに従事する。一方で 2 つのカテゴリ（上級及び中級）を抱えるこの職種に就いている人材

を全体として今後どのように開発・管理していくかという中長期的ビジョンが明記された戦

略・計画は存在していない。このようなビジョンが明らかにされるためには、A1 を管轄する

高等教育省と保健省間の協議枠組みの設置と省庁間連携が求められている。

16
　 中級保健人材養成校全国統一卒業試験合格者には養成校からディプロマが授与される。看護職はそのディプロマをもって就職す

るが、看護師や助産師としての資格登録制度はない（コンゴ民においては、医師と薬剤師のみにカウンシルによる資格登録制度

があるが、それ以外の職種にはない）。
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表２－２　保健人材教育制度と資格

区　分 職　種 教育機関
基礎教育及び

修業年数
管轄省庁

A0 医師、歯科医師、薬剤師 大学医学薬学歯学部
初等中等教育 12
年間＋ 7 年間

高等教育省

A1
看護師、助産師、臨床検

査技師、栄養士、放射線

技師など

上級保健人材養成校

（ISTM）

初等中等教育 12
年間＋ 3 年間

高等教育省

A2
看護師、臨床検査技師、

薬剤助手、看護助産師、

地域保健看護師など

中級保健人材養成校

（IEM）

中級看護保健人材養成

校（看護師のみ単科）

（ITM）

初等中等教育 10
年間＋ 4 年間

保健省

出典：JICA 保健セクター情報収集・確認調査 保健セクター分析報告書（2012 年）

表２－３のとおり、ITM/IEM の数は 1998 年の 255 校から 2009 年には 470 校と 84％の増加

をみせている。ISTM に関しても 53 校から 108 校へ増加しており、医学部に関しては 3 校から

39 校へと大幅に増加している。A2 の助産師については、バコンゴ、カタンガ、東部州、北キ

ブにしか養成校がないなど地域による養成学科の格差に加え、医師、看護師の育成数が過剰で

あるのに対し、薬剤師、放射線技師、栄養士等については育成数が不足しているといった問題

も PNDRHS（2011-2015 年）において指摘されている。教育の質に関しては、25％の ITM/IEM
が養成機関として適切でないとされており、96％が情報システムの未整備が指摘され、45％の

学校で電気が使えない状況にある。このように養成校は増加傾向にあるが、教育施設のインフ

ラ、教員数の不足と教員の質の低さなどが課題となっている。

表２－３　保健人材教育機関の推移

種　別 1998 年 2009 年

ITM/IEM 255 470

ISTM 53 108

医学部 3 39
出典：JICA 保健セクター情報収集・確認調査 保健セクター分析報告書（2012 年）

２－２－４　中級保健人材養成校全国統一卒業試験（Jury National）
中級保健人材養成校全国統一卒業試験（Jury National）は保健省管轄の全国の IEM、ITM17

を

対象として、2002 年から保健省が毎年実施している
18
。州保健医務局の第 6 課（中央保健省の

D6、基礎教育に相当）が試験コーディネーターを務める。Jury National は試験としてのみな

17
　 少数ながら高等教育省の管轄下にある ITM も存在する。カリキュラムは保健省と同様であり、中級保健人材養成校全国統一卒

業試験にも参加している。
18

　キンシャサ州では全国に先駆けて 1992 年から中級保健人材養成校全国統一卒業試験を試験的に実施した。
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らず乱立している IEM/ITM の卒業生の質の確保、試験問題を通じた教育カリキュラム、教授

法の妥当性の確認といった保健人材教育の質の担保に貢献するものである。試験は第 1、第 2
セッションの 2 回のセッションから成り、それぞれ 6 ～ 7 月、9 月に実施される。図２－３に

示すとおり、第 1 セッションで合格、不合格（翌年受験資格なし）もしくは第 2 セッションの受

験資格が与えられる。第 2 セッションでは試験結果から合格、不合格（翌年受験資格なし）も

しくは不合格（翌年受験資格あり）に分類される。2012 年の受験者数は 5,635 名であり、最終

合格者は 3,041 名（54％）である。採点は州都にある採点センター（Centre de Correction）にて実

施され、その結果がキンシャサの保健省に送付される。図２－４に州別の最終合格率を示す。
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図２－３　中級保健人材養成校全国統一卒業試験のフローチャート
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出典：保健省（2011 年）

図２－４　州別中級保健人材養成校全国統一卒業試験最終合格率

２－２－５　保健人材情報データベース

コンゴ民では、紛争後の脆弱な国家体制においてさまざまな統計的データが欠如・不足して

いる。保健医療分野も例外ではなく、保健省では全国に存在する保健人材の数さえ正確に把握

できていないといった根本的問題が存在する。保健省は保健セクター改革に必要な情報を集め

る目的で 2009 年に GAVI の資金援助により、中央及び全国 11 州における、人材、施設、機材、

財務状況、サービス提供状況、保健情報管理、及びマネジメント状況等についての保健セク

ター基礎調査（Etat des Lieux）を実施した。保健人材に関しては、保健医療施設ごとに、各保
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健人材の職種、氏名、年齢、資格のレベル（A1、A2 など）を網羅したデータベースとして「保

健人材リスト（List Déclarative）」が作成された。2009 年の全国調査に加え、2010 年の補完調査

により収集されたデータに対して、フェーズ 1 では治安上、活動ができない 2 州（北キブ州・

南キブ州）を除いて、2009 年保健人材年鑑に登録されている保健人材数の約 25％に相当する
19

保健人材のデータクリーニング（実際にリストの人材が存在するかの確認）が実施された。

この保健人材リストを取りまとめ、必要な保健人材育成数などの分析結果を加えたものが保

健人材年鑑（Annuaire des Ressouces Humaines de la Santé）である。保健人材年鑑に関連するも

のとして、保健省第 5 局（D5）の国家保健情報システム部が作成する国家保健年鑑（Annuaire 
des données sanitaires）がある。国家保健年鑑は、保健に関する 12 の要素（PHC、疫学情報、保

健プログラム、労働・衛生・環境、薬剤、財政、人材を含むアドミニストレーション、教育、

施設、地域保健、伝統医学、保健指標）を総合的にまとめた年鑑であり、人材情報も含むこと

になっている。したがって、保健人材年鑑は D1 が中心となり作成されるが、最終的には包括

的なデータベースである国家保健年鑑に統合される必要があるといえる。これらの情報を関係

者が共有するプラットフォームとしてのオブザベートリーが整備されており、今後フェーズ 2
においてその機能化が計画されている。

２－３　保健医療分野の援助動向

保健分野では WHO、UNFPA、UNICEF、世界銀行、EU といった国際機関及びベルギー、カナ

ダ、米国、英国、日本などの二国間協力機関が存在し、これらの機関とコンゴ民保健省で保健分

野支援パートナー会議（Groupe Inter Bailleurs Santé：GIBS）が設置され、月例の定期会合を開催し、

情報交換や調整作業をしている。

保健省第 7 局（D7：計画・企画担当）により、2012 年の保健分野におけるドナーから支援金

にかかわる調査が実施された。その結果、ドナーからの同年の支援総額は 6 億 7,400 万 USD で

あり、そのうち中央の保健省への資金は 5,900 万 USD であり、その他の大部分が地方の保健ゾー

ンへの支援活動資金であることが確認された。図２－５に州ごとのドナーからの資金を示すが、

カタンガ州が 1,800 万 USD と最も多く、一方でバコンゴ州が 180 万 USD とドナーの資金には両

州で約 10 倍の差がある。

19
　 データクリーニングが完了した人材の内訳は、保健省、キンシャサ州すべて及び北キブ州・南キブ州以外の 8 州の州都に勤務す

る人材となっている。
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28 
 

そのうち中央の保健省への資金は59百万USDであり、その他の大部分が地方の保健ゾーンへ

の支援活動資金であることが確認された。図xxに州ごとのドナーからの資金を示すが、カ

タンガ州が18百万USDと最も多く、一方でバコンゴ州が1.8百万USDとドナーの資金には両州

で約10倍の差がある。 

 

 

 
 

 

出所：保健省D7ドナー資金調査結果（2012年） 

図xx 保健分野における州別のドナーからの資金 

 

(1) 世界保健機関（WHO）  

WHOのコンゴ民における2008-2013年の4つの重点課題として、①保健分野の関連機関の管

理、保健ゾーンの開発、②疾病対策の強化、③母子、新生児、子供の健康の促進、④人道

支援、緊急支援環境の支援を挙げている20。 

 

(2) 世界銀行 （World Bank） 

2006年4月から2014年6月まで「保健セクター復興支援プロジェクト（Health Sector 

Rehabilitation Support Project：HSRSP）」を実施擦る計画であり、①対象保健ゾーンで

の基礎保健サービスの利用およびアクセスの向上、②マラリア対策の促進、③サーベラン

スおよび保健システムマネジメントの強化を行っている。 

 

                                                  
20 Strategie de Coopération de l’OMS avec les Pays 2008 – 2013 
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図２－５　保健分野における州別のドナーからの資金

（１）世界保健機関（WHO）

WHO のコンゴ民における 2008-2013 年の 4 つの重点課題として、①保健分野の関連機

関の管理、保健ゾーンの開発、②疾病対策の強化、③母子、新生児、子供の健康の促進、

④人道支援、緊急支援環境の支援を挙げている
20
。

（２）世界銀行（World Bank）
2006 年 4 月から 2014 年 6 月まで「保健セクター復興支援プロジェクト（Health Sector 

Rehabilitation Support Project：HSRSP）」を実施する計画であり、①対象保健ゾーンでの基

礎保健サービスの利用及びアクセスの向上、②マラリア対策の促進、③サーベイランス及

び保健システムマネジメントの強化を行っている。

（３）国連児童基金（UNICEF）
UNICEF は保健システムの再活性化、予防接種、栄養、マラリア予防を重点分野としてい

る。コミュニティにおいては、予防接種の推進、妊産婦及び 5 歳未満児に対する殺虫剤処理

済蚊帳の配布、母親に対する栄養指導、微量栄養素の供給、保健センターに対する必須医薬

品などの供与、職員などへの研修、HIV 母子感染予防などへの支援を行っている
21
。

（４）世界エイズ・結核・マラリア対策基金（世界基金）

世界基金のコンゴ民における支援は HIV/ エイズ、結核、マラリア、保健システム強化と

なっている。保健システムの強化に関しては、全体予算の 7％（6,300 万 USD）が配分され

ており、選定された州における保健情報システムへの支援及び質の高い医療サービスの提供

20
　 Strategie de Coopération de l’OMS avec les Pays 2008 – 2013

21
　 UNICEF ホームページ  http://www.unicef.org/appeals/drc.html
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に向けた支援を実施している
22
。

（５）国連人口基金（UNFPA）

UNFPA は、2008 年から国際助産師協会（ICM）と共に助産師教育に関する戦略づくりを

行っている。コンゴ民では、2010 年から A1 助産師教育に関する戦略づくりを開始し、2011
年に A1 助産師（Accoucheuse）の能力基準（Référentiel de compétence, évaluation, formation）な

どを作成した。2013 年には保健省の要請により、A1、A2 助産師（Accoucheuse）に代わる資

格として、大学入学資格（バカロレア）取得者以上に対し 3 年間で養成する産婆（Sage-fame）
にかかわる能力基準、カリキュラムなどを作成し、（2013 年 9 月現在）承認を待っている状

況である。承認後は 3 カ所の ISTM（キンシャサ、ルブンバシ、ブカブ）において策定した

産婆用のカリキュラムを用いた保健人材養成を開始すると同時に、これらの養成校に対する

機材供与が計画されている。

（６）欧州連合（EU）

PNDS 支援プロジェクトを 2014 年まで実施する計画であり、次期の支援は 2015 年から

2020 年としている。現行プロジェクトの予算規模は約 500 万ユーロであり、西カサイ、東

カサイ、北キブ、東部州の 21 保健ゾーンを対象としている。

（７）英国国際開発省（DFID）

DFID は米国 NGO である IMA を通して、プライマリヘルスケアプロジェクト（Accès aux 
Soins de Santé Primaires：ASSP）を 2013 年 4 月より 5 年間で予算は 1 億 8,000 万ポンドで実施

する。既存の保健ストラクチャ強化をめざしたものであり、保健人材のデータベース整備と

それを用いた人材マネジメント、基礎教育、継続教育への支援を実施する。データベースを

用いた養成校での成績、資格、保健医療施設への配置状況などの管理も計画されている。対

象は保健省と 4 州（西カサイ州、マニエマ州、オリエンタル州、エクアトール州）の 59 保
健ゾーンである。保健人材データベースには、保健省と対象州の保健ゾーンに保健人材情報

管理ソフト「iHRIS」の導入が検討されている。

２－４　保健人材開発管理に係る現状と課題

（１）保健人材開発全体の考え方

保健省は、本プロジェクトの先行案件（フェーズ１）開始前の 2010 年 7 月の時点で既に、

第 1 局（総務・人事担当局）を中心として国家保健人材開発計画（PNDRHS）の策定を進め

ており、フェーズ１開始後の 2011 年に同計画（2011-2015）は承認された。フェーズ１の実

施期間中は、同計画に基づく活動の実施が主体的に進められてきた。また、保健省の人材開

発関連部局（D1、D6、D11）の年間活動計画が作成されたことも大きな成果であった。

フェーズ２は、フェーズ１での成果を踏まえ、州保健人材開発計画（PPDRHS）の策定、

PNDRHS の更新（2016-）、人材開発計画の具体的な内容である定着・養成（基礎教育）・キャ

リア管理・継続教育の計画強化をめざすものである。PPDRHS に関しては、PNDRHS の終了

22
　 世界基金ホームページ  http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/List/COD
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である 2015年中に 11州（2011年作成時の州数）において、テキスト中心のものを完成させる。

バコンゴ州においては、新しい PNDRHS（2016-）に基づき、より改善された PPDRHS を策定。

新しい PNDRHS（2016-）に基づき、各州の PPDRHS を改訂及びフォローアップをめざす。

（２）定着計画の強化

保健省第 1 局（D1）（総務・人事担当局、Ngumbu 局長）が人材の定着及びキャリア管理

を担当している。フェーズ２での具体的活動としては、人事管理規定文書のドラフト作成、

継続教育規定文書の策定と承認が予定されている。

（３）養成（基礎教育強化）

保健省第 6 局（D6）（初期教育担当局、Komba 局長）が担当している。フェーズ１で作成

した中級助産師に関するコンピテンシー基準、中級助産師養成課程 1 年生及び 2 年生に関す

る教育規準及び評価基準（1、2 年生）を踏まえ、フェーズ２では、中級助産師養成課程 3
年生及び 4 年生に関する教育規準及び評価基準の作成を予定している。また、フェーズ１に

おいても支援を行った中級人材養成校全国統一卒業試験の実施・定着促進も行う。

（４）キャリア管理

保健省第 1 局（D1）（総務・人事担当局、Ngumbu 局長）が担当している。フェーズ１で

は、保健人材情報システムの構築をめざし、全国 11 州医務局のデータマネジャーを研修し、

キンシャサ州においては、すべての人材の写真入りの人材情報を収集し、データクリーニ

ングを終えた。他の 10 州に関しては各州都を中心に人材の 25％に係る情報収集及びデータ

クリーニングを完了している。また、アフリカでは 6 カ国目にあたる保健人材オブザベート

リーが保健省内に設置された。

フェーズ２では、ファクトに基づく人材開発計画の基盤となる保健人材データベースの収

集をめざす。具体的には、まずプロジェクト期間の前半に、バコンゴ州の全保健人材を対象

としたデータベースの完成を支援する。その経験及び実施状況を踏まえたうえで、プロジェ

クト期間の後半に西カサイ州及びカタンガ州でのデータベース作成を支援することが想定さ

れる。また、可能であればこれらの人材データベースを基盤とした人材定着計画の策定を支

援する。また、保健人材オブザベートリーがすべての人材カテゴリを含めたプラットフォー

ムとして機能するよう支援する予定である。

（５）継続教育

１）担当は保健省第 11 局（D11）（継続教育担当局、Body 局長）。

２ ）フェーズ２では、継続教育評価ツールの策定及び使用状況の評価し、継続教育規定文書

の策定と承認予定。

（６）全体の協力体制

１ ）紛争後という協力体制の困難ななか、単にサービス提供という分野ではなく、将来に

向けて保健システムの核となる人材育成計画という分野への協力を行っているわけである

が、コンゴ民政府側の支持、対応もあり、成果を得られており、今後もこの分野の協力は
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重要である。

２ ）2010 年の開始当時より、現地側の主体性は強く、意識も高い。しかしながら、アフリ

カにおける他ドナーの協力の方法（職員の給料の補填、保健省の業務のランニング費用の

負担等）が普通であると考えているカウンターパートにとっては、日本が取っている技術

協力の方法（持続性を求めて、通常業務に関しては、プロジェクトにその対価を求めない）

は、理解しがたい（出張の日当、ワークショップ参加の手当等が少ない）面もあるようで

ある。フェーズ２では、少しでも自立性を育む協力の実施が必要である。

３ ）保健省の各局の縦割りの体制はやはり強く、共通の課題に一緒に取り組むような活動も

必要かと思われる。

４）日本の技術協力の継続は強く望んでいる。

２－５　プロジェクト基本計画・案件概要・実施体制

２－５－１　協力概要

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、保健省人材関連局による次期 PNDRHS（2016-）の策定・承認に関する活動

や PNDRHS の実施に必要な各種規定の整備を支援すると同時に、対象州の州保健医務局

による PPDRHS の策定を支援することで、PNDRHS が効果的・持続的に策定・実施され

るための基盤強化を図り、もって対象州における適正かつニーズに即した保健人材の養

成・定着・キャリア管理・継続教育の促進、その成果の他州への普及に寄与するものであ

る。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名

対象地域：

キンシャサ特別州（人口約 970 万人）

バコンゴ州（人口約 270 万人）

西カサイ州（人口約 600 万人）

カタンガ州（人口約 930 万人）

（３）本事業の受益者／ターゲットグループ

保健省：保健人材関連局（人材技術委員会を含む）

対象州：州保健医務局人材担当課

（４）事業スケジュール（協力期間）

2014 年 1 月 ～ 2017 年 12 月を予定（計 48 カ月）

（５）総事業費（日本側）

約 4 億 5,000 万円
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（６）相手国側実施機関

保健省： 人材関連局〔総務・人事担当局（D1）、初期教育担当局（D6）、継続教育担当

局（D11）〕
対象州の 州保健医務局：人材担当課（総務・人事担当課、初期教育担当課、継続教育担

当課）
23

（７）投入（インプット）

１）日本側

①　長期専門家：チーフアドバイザー、保健人材開発支援、業務調整（計 144MM）

②　短期専門家：保健人材養成、保健人材情報（計 16MM）

③　本邦及び第三国研修（セネガルとの三国間協力含む）

④　プロジェクト目標達成に必要な現地活動に係る経費

⑤　プロジェクト活動に必要な事務機器、事務用品

２）コンゴ民側

⑥　カウンターパートの人材配置

プロジェクトダイレクター（保健省次官）

プロジェクトマネジャー（保健省 D1 局長）、等

⑦　保健省及び州保健医務局におけるプロジェクトオフィスの整備

⑧　経常経費の予算確保及び負担（プロジェクトオフィスの光熱費）

２－５－２　協力の枠組み

（１）協力概要

１ ）上位目標：対象州における保健人材の養成・定着・キャリア管理・継続教育
24
が適正

かつニーズに即して
25
促進されるとともに、その成果が他州へ普及する

26
。

指標１　 対象州において配置基準に則して人材配置がなされる医療施設が xx％から

yy％となる。

指標２　対象州において保健人材年鑑が毎年更新される。

指標３　州保健人材開発計画 PPDRHS にかかる活動予算が xx％から yy％に増加する。

23
　 保健省人材関連局の業務内容はすべて国家保健人材開発計画（PNDRHS）に掲げられる戦略軸及び活動計画に直結するものであ

る。また、保健省の人材関連各局と州保健医務局の人材関連各課の業務内容はそれぞれ対応関係にあり、相互に指導・報告する

体制となっている。
24

　 「養成・定着・キャリア管理・継続教育」という 4 つの要素は、PNDRHS に記載される 4 つの大項目を成す要素であり、質の高

い保健人材が養成校で養成され、卒業後に配置される現場から離職せずに所定の期間在職（定着）し、その後の異動から退職ま

でを含むキャリア管理が適切になされるとともに、現任期間中の継続教育によって求められる職能を身に付けることができる、

という保健人材を包括的・体系的に開発・管理するために不可欠な要素である。
25

　 指標１に掲げられる配置基準には、医療施設に必要な職種ごとの保健人材数が定められる一方、指標２に掲げられる保健人材年

鑑から各医療施設に在籍する個々の保健人材の職能や適性を総合的に確認することができるため、指標１及び２をもって上位目

標の達成度を測ることが可能である。
26

　 指標３に掲げられる PPDRHS 実施のための活動予算の増加は、各州で PPDRHS が実施される条件を形成することから、当該指

標をもって上位目標の達成度を測ることが可能である。
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２ ）プロジェクト目標：国家保健人材開発計画 PNDRHS の策定及び実施を効果的・持続

的に行うために必要な基盤が保健省及び対象州において強化される。

指標１　 中央及び対象州におけるオブザベートリー
27
が年 1 回以上更新される。

指標２　 対象州において中級保健人材養成校全国統一卒業試験（Jury National）の合格

率が xx％から yy％に向上する。

指標３　 対象州において継続教育にかかるドナー合同計画が策定される。

３）成果及び活動

成果１： 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2011-2015）の評価結果に基づき、国家保健

人材開発計画 PNDRHS（2016-）が策定・承認される。

指標 1-1　国家保健人材開発計画 PNDRHS（2011-2015）の評価報告書が作成される。

指標 1-2　オブザベートリーの機能強化に関る省庁間会議が年 x 回開催される。

指標 1-3　 国家保健人材開発計画 PNDRHS（2016-）に上級・中級保健人材養成にかかわ

る共通ビジョンが記載される。

指標 1-4　州保健人材開発計画 PPDRHS を策定した州が xx％から yy％になる。

指標 1-5　国家保健人材開発計画 PNDRHS（2016-）が承認される。

活動　 ①保健人材オブザベートリーの機能化、②保健人材養成にかかる共通ビジョン

策定、③州保健人材開発計画の策定支援、④現行国家保健人材開発計画の評価、

⑤次期国家保健人材開発計画策定・承認、等

成果２：国家保健人材開発計画 PNDRHS を実施するための各種規定が整備される。

指標 2-1　中級保健人材（助産師）の教育基準が作成される。

指標 2-2　継続教育にかかる規定文書が承認される。

指標 2-3　 中級保健人材養成校全国統一卒業試験 Jury National の評価報告が作成される。

活動　 ①中級保健人材（助産師）の教育基準策定・承認、②継続教育の規定文書策定、

承認、③人事管理の規定文書策定・承認、④中級保健人材養成校全国統一卒業試

験の実施・評価、実施細則の改善、等

成果３： 対象州において中央の関与のもと、国家保健人材開発計画 PNDRHS に則し、且

つ事実に基づいた州保健人材開発計画 PPDRHS が策定され実施が開始される。

指標 3-1　州保健人材開発計画 PPDRHS の策定ロードマップが作成される。

指標 3-2　 対象州における保健人材データのカバー率が xx％から yy％になる（分母は

2009 年保健人材年鑑）。

指標 3-3　 中央による支援のもとで州保健人材開発計画 PPDRHS が策定され、承認され

る。

指標 3-4　 州保健人材開発計画 PPDRHS の実施状況に関する指導・監督報告書が作成さ

れる。

27
　 WHO 保健人材局が各国での設立を推奨している「保健人材問題の解決に向けた活動推進とモニタリングを行うための組織」の

呼称。主な機能は、保健人材に関する調査 ･ 計画立案、情報管理メカニズムの設置、周辺国との情報共有促進等に関するプラッ

トフォームとしての機能であり、これらの活動に関する情報の定期的更新が期待される。

－ 16 －



活動　 ①対象州（バコンゴ州）における保健人材データベース構築、②州保健人材開発

計画 PPDRHS（2016-）の更新、③州保健人材開発計画 PPDRHS の実施状況の指導・

監督

２－５－３　本プロジェクトの実施体制

・ それぞれの指標の基準値・目標値については、プロジェクト開始後のベースライン調査

後に設定する。

・�対象州の候補であるバコンゴ州・西カサイ州・カタンガ州は、広大な国土を抱えるコン

ゴ民の多様な地域性を配慮し、西部、中部、東部からそれぞれ選定した。また、日本人専

門家によるアクセス等にも配慮した。ただし対象州の最終的な確定に先立ち、プロジェク

ト開始までに州保健医務局の意向、受け入れ能力、他ドナーとの重複等に関して、対象州

とすることの妥当性を再度確認する必要がある。

・�地方分権化の過程において、現存の 11 州を 26 州に分割する計画についての議論がなされ

ている。対象州が分割された場合の対象州の定義については、別途協議を経て確定する。

・�限られた予算・人員のなかで最大の成果を上げるため、現地リソースの活用、出張・

ワークショップの効率化等、効率的な事業運営に努めることが求められる。

２－６　プロジェクトの５項目評価

２－６－１　 妥当性

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。

＜コンゴ民政府の政策との整合性＞

（１ ）2035 年までの長期展望を示す「Vision 2035」、大統領 5 大優先分野、ミレニアム開発目

標（MDGs）に沿って策定された「第 2 次貧困削減・開発戦略書（DSCRP II）（2011-2015 年）」

において、保健セクターは 4 つの戦略の柱の 1 つとされている。保健セクターでは「第 2
次保健システム強化戦略（SRSS）（2011-2015 年）」及びその実施計画である「国家保健開

発計画（PNDS）」の下、プライマリヘルスケアの提供を行う実施単位である保健ゾーンの

開発に重点を置いている。さらに SRSS においては地方分権化にかんがみた中央、州、各

県レベルの人材管理に関する役割の明確化が示されており、州レベルでの保健人材開発に

かかわる支援を含む本プロジェクトの目標との整合性が高い。

（２ ）さらに PNDS において、保健人材開発を進める「国家保健人材開発計画（PNDRHS）」
の策定が急務である旨記載されたことを受けて、本プロジェクトのフェーズ 1 である「保

健人材開発支援プロジェクト PADRHS」の支援の下、PNDRHS（2011-2015 年）の策定、

人材開発に係る能力の強化、教育の質の向上、待遇の改善による定着促進などの取り組み

が行われた。本プロジェクトにおいては、これらフェーズ 1 での基盤を用いて PNDRHS
の州レベルでの計画となる「州保健人材計画（PPDRHS）」の策定支援を行うことにより、

保健省及び州における効果的、継続的な計画策定能力を強化することを目標としているこ

とからも、その支援内容は、同国における保健人材開発計画と一致する。
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＜日本国政府の政策との整合性＞

（１ ）外務省、対コンゴ民主共和国事業展開計画における基本方針（大目標）「国家再建に向

けた平和の定着と基礎的な経済社会発展への支援」での重点分野（中目標）として、①平

和の定着、②社会サービスへのアクセス改善、③環境保全、④経済開発の 4 分野があり、

そのなかで本プロジェクトは②社会サービスへのアクセス改善に位置づけられており、わ

が国の援助方針と整合する。

（２ ）2013 年の第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）においては、MDGs 達成に向け、基礎的

保健サービスを利用するための妨げとなっている格差の解消の手段として、必要な時に必

要な保健サービスを手頃な価格で受けられるといったユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（UHC）の実現が行動計画に記載された。本事業は保健人材の育成 ･ 配置を通した保健サー

ビスの格差の解消を促進するものであり、同行動計画に貢献することが想定される。

（３ ）本プロジェクトのフェーズ 1 は 2010 年 11 月から 2013 年 10 月まで、保健省の人材関連

局をカウンターパートとして PNDRHS（2011-2015）の策定・承認を技術的に支援してき

た。さらに、この PNDRHS 実施のためのカウンターパートの能力強化、人材届出リスト

の更新を通じた保健人材情報システムの構築、中級（A2）助産師の資格・養成・評価に

関する基準案の策定、現任教育の現状把握及び州レベルでのニーズ調査などを支援し成果

を上げている。一方、保健省レベルで達成された上記の成果が、住民に対する保健サービ

スデリバリーの最前線である保健ゾーン（1 次レベル）にまで浸透するためには、本プロ

ジェクトで計画されている各州政府が PNDRHS に依拠しつつ州保健人材開発計画である

PPDRHS を策定し実施するための支援が必要である。よって、本プロジェクトは今までの

コンゴ民に対する支援の延長線上にあり、わが国の援助政策との整合性も高い。

＜プロジェクトのニーズ＞

（１ ）コンゴ民では 1960 年独立以来の国内・国際紛争の影響により貧困率が高く、現在にお

いても 1 人当たり国民総所得（GNI）は 190 USD（2011 年）と、サブサハラアフリカ地域

の平均 1,270USD（2011 年）に比して格段に低い水準であり、人間開発指数も 187 カ国中

最下位となっている（UNDP、人間開発報告 2013 年）。また、保健に関する指標も出生時

平均余命は 48.7 歳（2012 年）と低く、妊産婦死亡率は 550（出生 10 万対、2007 年）、5 歳

未満児死亡率は 168（出生 1,000 対、2011 年）と、MDGs の目標達成（妊産婦死亡率：出

生 10 万対 332、5 歳未満児死亡率：出生 1,000 対 60）は難しい状況となっており、保健開

発ニーズは極めて高いといえる。

（２ ）人口 1,000 人当たりの医療従事者数が全国平均看護師 0.82 人と、WHO 基準（2.3 人）を

大幅に下回っている。一方で上級助産師の多くは首都あるいは州都にとどまる傾向にあ

り、保健センター・保健ポストに在籍するものはほぼ皆無であることが指摘されている。

また、同国における保健人材開発に係る問題として、①人材採用の窓口が一本化されてい

ない、②中長期的な人材採用計画がない、③求職者と求められるスキルのミスマッチ、④

定年が徹底していないことによる人材の高齢化、⑤政治的な理由により困難な合理化、⑤
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保健人材に占める事務職の過多などが指摘されている。

２－６－２　有効性

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。

（１ ）本事業は、プロジェクト目標である PNDRHS の効果的・持続的策定及び実施のための

基盤強化を行うことをめざしている。成果１には現行の PNDRHS（2011-2015）の評価、

その評価結果に基づいた次期 PNDRHS（2016-）の策定、承認が計画されている。成果２

には現行 PNDRHS の活動でもある中級人材の教育基準、継続教育、人事管理、中級保健

人材養成校全国統一卒業試験を効果的・継続的に実施するための支援として、これらの活

動にかかわる規定の策定、承認が計画される。成果３は対象州であるバコンゴ州、西カサ

イ州、カタンガ州の州保健医務局に対して、中央での PNDRHS に沿った州保健人材開発

計画（PPDRHS）の策定を支援し、実施を開始させることが計画されている。このように

中央の保健省と州保健医務局への能力強化を組み合わせることにより、協力期間内にプロ

ジェクト目標が達成される見込みは高いと想定される。

（２ ）プロジェクト目標の主要な指標として、①「中央および対象州におけるオブザベートリー

の年 1 回以上の更新 」、②「対象州における中級保健人材の中級保健人材養成校全国統一

卒業試験の合格率の向上」、③「対象州における継続教育にかかるドナー合同計画の策定」

が設定された。保健人材データベースのプラットフォームとなるオブザベートリーの定期

的な更新は PNDRHS を定期的に策定、実施するために不可欠であり、年 1 回の更新を指

標とした。②の中級保健人材養成校全国統一試験結果は、プロジェクトにより中級保健人

材の教育基準が策定され、同時に試験結果の分析、試験実施細則の改善により達成が見込

まれる指標である。③継続教育にかかるドナー合同計画の策定に関しては、プロジェクト

で策定される継続教育の規定文書を実際に適応することにより、州レベルでそれぞれ独自

に継続教育を行っていたドナー間を取りまとめ、効率的な継続教育の実施に向けた合同計

画が策定されることを判断基準としている。これらの指標はどれも容易に入手でき、プロ

ジェクト目標の達成を測るうえで適切な指標となっている。

２－６－３　効率性

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。

＜成果の内容＞

（１ ）成果を達成するための活動には、フェーズ 1 から実施されている活動が多く含まれる。

フェーズ 1 においては、中級保健人材養成校全国統一卒業試験の運営・モニタリング、保

健人材開発のオブザベートリーの運用、中級助産師課程 1 年目、2 年目の教育基準及び評

価基準案の作成が実施された。本プロジェクトにおいては中級保健人材養成校全国統一

卒業試験の評価・改善、オブザベートリーの機能化、中級助産師の教育、評価基準（3、4
年次）の策定に関して、フェーズ 1 の支援により構築された基礎を活用することにより、

効率的な活動の実施をめざす。
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（２ ）カウンターパートには保健省の人材関連 3 局から、フェーズ 1 において経験を積んだ各

局長・課長を中心とした人材を配置する計画であり、効率的な活動の実施が見込まれる。

一方で、対象州の州保健医務局における人材関連課からのカウンターパートは新たに追加

されることから、プロジェクトの実施に際して、適切なカウンターパートの選定、州レベ

ルの関係者を含めた情報共有がプロジェクトの州への支援の効率性を左右すると想定され

る。

（３ ）協力期間の全工程を通じて、運営経費である州での研修費及び活動のモニタリング・監

督に係る経費を日本側で全額負担することは望ましい状態ではない。効率的な事業運営に

かんがみ、限られた予算・人員のなかで最大の成果を上げるため、現地リソースの活用、

出張・ワークショップの効率化を行う必要がある。また、中級保健人材養成校全国統一卒

業試験に係る費用は、本プロジェクト実施期間を通じて、日本側による支援額を計画的に

逓減し、コンゴ民政府側の負担とすることが合意されている。

（４ ）特に財務面からは他ドナーの活動と組み合わせることで、効率的な実施が見込まれてい

る。フェーズ 1 では、看護教育パートナーシップイニシアティブ（NEPI）、UNFPA のプロ

ジェクトカウンターパートである高等教育省と保健省とのプロジェクト協議の場を活用し

て二省庁間連携のための関係深化の促進を図ったほか、GAVI や WHO の資金を用いたオ

ブザベートリー開設や各種ワークショップが実施された。本プロジェクトにおいても、異

省間及び他ドナーとの連携を推進することにより効率性を確保することが可能となる。

（５ ）本プロジェクトは、コンゴ民の保健人材強化を包括的に支援する「プログラム・アプロー

チ」の一環としての実施であるため、他のスキーム（「保健政策アドバイザー」の派遣、「キ

ンシャサ保健人材センター（IEMK）整備計画（無償）」、「仏語圏西アフリカ保健人材管理

研修」など）による資源や成果の有効活用が可能である。IEMK の開校に向けた動向は注

視する必要があるが、これらの他のスキームとの連携を図ることによりプログラムとして

の高い効率性が期待できる。

（６ ）成果にかかわる外部条件として、対象州における治安状況の悪化を挙げている。対象州

への日本人専門家の渡航が困難となる場合、それらの州での活動は困難となる。現時点で

対象州の候補としているバコンゴ州、西カサイ州、カタンガ州は比較的治安が安定してお

り、今後、治安が悪化する可能性は低いと想定されることから、成果にかかわる外部条件

が満たされる可能性は高いと判断できる。

２－６－４　インパクト

本プロジェクトの実施によるインパクトは、以下のように予測される。

＜上位目標の達成＞

（１ ）プロジェクト終了後、上位目標である「対象州における保健人材の養成・定着・キャ

リア管理・継続教育の実施、その効果の他州への普及」を達成するために、対象州で
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の PPDRHS の確実かつ継続的な実施が求められる。プロジェクト終了後の活動の実施は

PPDRHS に基づいて策定される年次活動計画（PAO）に対して、保健省もしくはドナーか

らの予算の確保が重要となる。これらの保健省、パートナーからの予算確保のためにも、

プロジェクト期間中に対象州において事業の成果を可視化することが重要となる。上位目

標には PNDRHS に沿って、①「人材配置がなされている医療施設の割合」、②「保健人材

年鑑の更新」、③「州保健人材開発計画にかかる活動予算の増加」といった指標が設定さ

れているため、指標を確実にモニタリングすることにより、本プロジェクトによるインパ

クトを関係機関に明示し、プロジェクトの継続的な実施を促進することが可能となる。

（２ ）上位目標に至るための外部条件として、「中央保健省と州保健医務局の連携が維持され

る」が挙げられている。対象州における保健人材の養成・定着・キャリア管理・継続教育

の実施、その効果の他州への普及が上位目標となっていることからも、プロジェクト終了

後、当該条件が満たされない限り、上位目標を達成することはできない。地方分権化推進

の流れのなか、州保健医務局への権限委譲が今後、加速する能性があるが、中央の保健省

が担う州保健医務局への監督・指導といった役割には変わりないと予想されるため、外部

条件が満たされる可能性は高い。

＜その他のインパクト＞

（１ ）プロジェクトの活動として策定、承認される各種規定が他の関連機関、ドナーにより活

用されることが想定される。実際にフェーズ 1 においても、プロジェクトの支援の下に策

定された中級助産師課程の教育基準及び評価基準が NEPI のプロジェクトにより活用され

たこと、また、同基準を下敷きとして UNFPA の支援の下、上級（A1）助産師の基準案が

高等教育省により策定されたことが報告されている。これは、各種規定の策定、承認ワー

クショップの機会などを活用して、他部局、他省庁、他ドナーなどの関係者を巻き込んだ

結果、発現するインパクトであることがフェーズ 1 の経験から確認されている。

（２ ）フェーズ 2 においては、保健人材データの共有の場としてのオブザベートリーの機能化

が計画されている。全国でも公共機関に採用されている保健医療人材の 48％のみが公務

員省が発行する公務員番号を有しており、中央政府より給与が支払われている。プロジェ

クトにより保健人材データベースが整備されることで、公務員への給与体系が整備される

と同時に、公務員省が推進する公務員の合理化、人員管理といった公務員改革に貢献する

ことが期待される。

（３ ）正のインパクトとして、対象州以外の州への波及効果が想定される。他州においても

PPDRHS 策定支援を実施することから、一定のプロジェクト成果の波及効果の発現が期待

されるが、その実施に関しては、他の資金源の獲得を含め、州の自助努力によるものとな

る。したがって本プロジェクトでは、対象州において普及可能なモデルを構築すると同時

に、対象州での実施の経験を他州にマニュアルなどを用いて系統的に普及することにより

波及効果を高める努力が必要となる。
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（４ ）本プロジェクトによる保健人材システムづくりの経験・教訓は、世界各国での取り組み

に貢献できるものである。特に保健人材オブザベートリーが整備されている途上国は限定

されており、プロジェクトによるオブザベートリー機能化に関して、国外にも成果を国際

会議、論文などでの発信することにより、他国のプロジェクトへの貢献も期待できる。

２－６－５　持続性

本プロジェクトの持続性は、以下のとおり期待される。

＜組織・制度面の持続性＞

（１ ）保健省人材関連局 3 局〔総務・人事担当局（D1）、初期教育担当局（D6）、継続教育担

当局（D11）〕が協働していくための枠組みとして、フェーズ 1 により人材委員会の機能化

が図られた。その結果、保健人材関連局 3 局に加え保健セクター全体の計画を担う D7 に

よって構成されている同委員会が四半期ごとに定期開催されている。同委員会の定期開催

により、保健人材関連局の情報共有・意思疎通がより円滑になり、人材開発に係る政策・

計画が策定・実施・フィードバックされる体制が整備されることが期待される。

（２ ）組織については、保健省改革・再編の動きが数年前からみられるもののまだ実現の兆し

はない。保健省への聞き取り調査によると、現在全省庁において省庁改革が実施されてお

り、保健省においては現在の D11 が D7 28
に統廃合される計画であり、カウンターパート

である人材関連局に関しては、D11 が D1 の部に位置づけられ、D1、D6 は現状のまま存

続する計画となっている。よってこの 3 つの機能自身がなくなることはないことから、組

織改編が行われても必要な機能を実施する組織は残る。

（３ ）本プロジェクトにおいては、対象州における州保健医務局との連携が需要となる。州

保健医務局には中央の保健省の人材関連局 D1、D6、D11 に相当する各課である B1、B6、
B11 が設置されており、それぞれの機能に応じた連携体制が構築されることが期待され

る。さらにフェーズ 1 により構築された州保健医務局に配置されたフォーカルポイントを

活用することにより、より効果的な連携体制の構築が可能となる。

（４ ）PNDRHS の実施をモニターするために、保健セクター国家運営委員会（CNP-SS）が存

在する。また州レベルには保健セクター州運営委員会（CPP-SS）が設置されていること

から、州レベルの PPDRHS の策定、実施の評価に関してはこれらの機関を効果的に活用

することにより、プロジェクトの成果をフォローすることが望まれる。

＜技術面の持続性＞

（１ ）フェーズ 1 ではプロジェクト形成過程において、カウンターパートによる問題分析ワー

クショップの結果をプロジェクトの枠組みである PDM に反映したことにより、カウン

28
　 第 1 局：総務・人事・財務、2 局：調査・計画、3 局：ヘルスケア、4 局：薬剤、5 局：疾病対策、6 局：家族・特定グループ、7
局：基礎教育（出典：保健省 Cadre et Structures Organiques 2012 年 8 月）
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ターパートのオーナーシップが向上したことが指摘された。本プロジェクトでも同様に

プロジェクト形成において、問題分析ワークショップの結果を PDM に反映した。一方

で対象州におけるカウンターパートのオーナーシップに関しては、プロジェクト開始後、

PPDRHS 策定に係るワークショップなどを通して醸成することにより技術面の持続性を確

保する必要がある。

（２ ）保健人材データベースに基づいた PPDRHS が各州で策定・実施するためのノウハウ

を体系的にまとめた PPDRHS の実施状況に関する指導・監督報告書を作成することが計

画されている。同報告書により、対象州の経験が各州へ共有されることで標準化された

PPDRHS 策定のための体制が中央、州レベルに整備されることが期待される。

＜財務面での持続性＞

（１ ）MDGs や DSCRP との関係から、国家予算全体に対する保健予算は上昇傾向にある
29
。し

かし PNDS の実施を含めて、保健省の脆弱な予算状況からもドナーからの資金を用いる必

要性が高い。ドナーの資金獲得には普及モデルとして、高いコストパフォーマンスが求め

られるため、対象州での実施コストを最小化する努力及び、パフォーマンスに関して、事

業のインパクトを効果指標に沿って継続的にモニタリングすることにより可視化すること

が求められる。

２－７　結　論

以上、５項目評価のそれぞれの結果から判断し、本プロジェクトの実施の意義は高いといえ

る。一方で中級保健人材養成校全国統一卒業試験の評価・改善、オブザベートリーの機能化、中

級助産師教育、評価基準の策定といったフェーズ１の成果を基盤とした協力内容が多く含まれ

ているが、それと同時に PNDRHS の評価、それに基づく次期 PNDRHS の策定、全州における

PPDRHS の策定、対象 3 州における同計画の更新が計画されており、プロジェクト期間である 4
年の間での実施には非常に難易度の高い案件であるといえる。期間内でのプロジェクト目標の達

成のためには事業の効率的実施のみならず、保健省カウンターパートのオーナーシップの醸成に

留意することが求められる。

29
　国家予算に占める保健予算の割合は 2006 年では 8.3％であったのに対し、2010 年は 10.0％、2011 年は 10.8％と増加している。
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第３章　団長総括

上述のように難易度の高い本案件において、所定の目標を達成するためには、カウンターパー

トとの目的意識の共有が不可欠であり、本調査団では、これを担保するために、保健省の人材関

連部局（第 1 局：総務・人事担当、第 6 局：初期教育担当、第 11 局：継続教育担当）の参加の

下、保健省次官アドバイザーの協力を得ながら、ワークショップ形式での問題分析を行ったうえ

で、これら部局との協議を重ねた。その結果、保健省との間で目的意識を一定の範囲で共有でき

た一方、その過程では、保健省側の計画立案能力や部局間調整能力の弱さをうかがわせるような

発言等もみられた。今後も、保健省との間で、中長期的なビジョンを共有しながら現実的な計画

に沿って着実に活動を展開していくことが不可欠であることについて、共通認識を醸成していく

ことが必要であり、そのためにはプロジェクト・レベルでの対話のみならず、保健省次官アドバ

イザーを軸としたプログラム・レベルでの対話を重ねていくことが肝要である。

なお、2016 年以降の国家保健開発計画（PNDS）の対象期間を含め、本案件に関連する政策・

計画のなかには、協力開始時点までに具体的な方向性が定まらないものもある。協力期間中、関

連政策・計画の動向を随時把握しながら、これに応じて計画を見直していくことも必要と考え

る。
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１．調査日程表

２．主要面談者リスト

３．コンゴ民主共和国保健省組織図

４．詳細計画策定調査ミニッツ（M/M）

５．合意文書（R/D）

６．PDM（仏語、英語、日本語）

７．PO（仏語、英語、日本語）

８．カタンガ州保健人材開発計画草稿



別添１日程表

コンゴ民「保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２」詳細計画策定調査団

Month Date Day 団長 技術参与 協力企画 評価分析 通訳
1 24 SAT 移動
2 25 SUN 移動 移動 移動

3

26 MON

4

27 TUE

5

28 WED

6

29 THU

7

30 FRI

8 31 SAT

9
1 SUN

10

2 MON

11

3 TUE

12

4 WED

13

5 THU

14

6 FRI

15 7 SAT
16 8 SUN

17 9 MON

18

10 TUE

19 11 WED
20 12 THU 移動

8:30-10:00  D1とのMM協議
9:30-14:00  MM修正
14:30-15:30 保健省人材関連局(D1,D6,D11)とのMM案最終化

移動
↓

8:20-9:30 MM署名
10:00-11:00大使館報告
10:00-11:00 UNFPA　(評価分析、通訳）
12:30-13:10 DFID/IMA　（評価分析）
13:15-13:45 D7へのMM協議報告
14:00-14:50 EU
移動

August

September

11:00-15:00  問題分析ワークショップ
15:45-17:00  保健省人材関連局長(D1,D6,D11)との討議
（プロジェクト選択）

11:00-13:00  西カサイ州　B1（M. Gustave）へのインタ
ビュー
13:30-15:00 保健省人材関連局長(D1,D6,D11)とのPDM
討議
16:00-18:00 団内協議・PDM案作成

9:30-10:30  D6へのインタビュー
11:15-12:45 D11へのインタビュー
14：15-16:30 第5回 IEM準備委員会

8:30-10:00  D1へのインタビュー
10:00-16:00  Grands Axes 改訂ワークショップ

MM案作成・資料整理

16:00-16:45事務所報告

8:30-10:00  D1へのMM協議経過報告
14:00-16:00 保健省人材関連局(D1,D6,D11)とのMM協議
16:30-18:00 団内協議

8:30-10:30 保健省大臣官房表敬
11:00-11:30 高等教育省表敬
14:00-16:00 IEMK視察
16:30-18:00 団内協議・ミニッツ案修正

9:45-16:00 保健省人材関連局(D1,D6,D11)とのMM協議
16:30-18:000 団内協議

9:15 団内協議、事務所表敬、PDM案修正
11:00-12:00  公務員省へのインタビュー
14:00-15:30 第6回 IEM準備委員会
16:00-18:00 団内協議、PDM案修正

移動

9:30 保健アドバイザー、技プロ専門家との打ち合わせ
10:45 事務所打ち合わせ
14:15 保健省人材関連局長(D1,D6,D11)への表敬訪問
15:00-18:00  問題分析ワークショップ

MM案作成・資料整理
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主要面談者 
コンゴ民側 
（1）保健省 
Hon. Baitsura Musowa Schadrac  大臣官房長 
Ms. Lilian Tshal Kalong   大臣官房 母子保健担当技術顧問 
Dr. Mukengeshayi Kopa   次官代理／プライマリ・ヘルスケア局（第5局）局長 
Mr. Ngumbu Mabanza Epiphane   総務・人事局（第1局）局長 
Mr. Komba Djeko     初期教育局（第6局）局長 
Dr. Body Ilonga     継続教育局（第11局）局長 
Mr. Matoko yala Nicaise   第1局 人材課 課長 
Dr. Moucka Mulumba   第11局 継続教育計画課 課長 
Mr. Vangu Misamu     バコンゴ州保健医務局B1課長 
Mr. Gustave Kabutakapua Ilunga  西カサイ州保健医務局B1課長 
（2）高等教育省 
Prof. Maurice Tingu Yaba   大臣官房長官補佐 
 
日本側関係機関 
（1）JICA専門家 
池田 憲昭     コンゴ民保健省アドバイザー 
（2）JICAコンゴ民主共和国事務所 
小畑 永彦     JICAコンゴ民主共和国事務所 所長 
興津 圭一     JICAコンゴ民主共和国事務所 次長 
武居 理恵     JICAコンゴ民主共和国事務所 企画調査員 
Dr. Raymond Mufwaya    JICAコンゴ民主共和国事務所 在外専門調整員 
（3）大使館 
冨永 純正    特命全権大使 
 
ドナー機関等 
Ms. Nancy Bolan    IMA World Health DRC事務所副局長 
Mano Ntayingi    同上 モニタリング評価プログラムマネージャー 
Ms. Henriette Eké    UNFPA DRC助産師担当官 
Dr. Bart Callewaert    EU保健プログラムマネージャー 
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別添３コンゴ民主共和国保健省組織図

1
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３．コンゴ民主共和国保健省組織図



－ 30 －

４．詳細計画策定調査ミニッツ（M/M）



－ 31 －



－ 32 －



－ 33 －



－ 34 －



－ 35 －



－ 36 －



－ 37 －



－ 38 －



－ 39 －



－ 40 －



－ 41 －



－ 42 －



－ 43 －



－ 44 －



－ 45 －



－ 46 －



－ 47 －



－ 48 －



－ 49 －



－ 50 －



－ 51 －



－ 52 －



－ 53 －



－ 54 －



－ 55 －



－ 56 －

５．合意文書（R/D）



－ 57 －



－ 58 －



－ 59 －



－ 60 －



－ 61 －



－ 62 －



－ 63 －



－ 64 －



－ 65 －



－ 66 －



－ 67 －



－ 68 －



－ 69 －



1 
 

ミニッツ案 

 

コンゴ民主共和国 

「コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクト フェーズ２」にかかる 

詳細計画策定調査団 

と 

コンゴ民主共和国政府関係者 

間の協議記録 

 

 

 

 

 コンゴ民主共和国（以下、「コンゴ民」）政府から提出され、日本政府によって採択された要請に

応え、JICA は、2013 年 8 月 25 日から 9 月 10 日まで、人間開発部保健第二課長・小林洋輔を団

長とする、「コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクト フェーズ２」（以下、「プロジェクト」）

のための詳細計画策定調査団（以下、調査団）をコンゴ民に派遣した。調査団は、コンゴ民政府関

係者（以下、コンゴ民側）と協議を行うとともに、現地調査を実施した。 

  

 一連の協議と現地調査の結果、コンゴ民側・日本側双方は、付属書に記述された主要項目につ

き確認した。調査団は、帰国後、日本側関係者に本確認事項を報告し、プロジェクトの妥当性が

確認された後、実施にかかる協議が進められる予定である。 

 

 

2013 年 9 月 10 日、キンシャサ 

 

 

 

 

                                                     

小林 洋輔     Dr. MUKENGESHAYI KUPA 

団長          次官代理 

詳細計画策定調査団    公共保健省 

JICA      コンゴ民主共和国 
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付属書 

 

1. 詳細計画策定調査の目的 

1.1. コンゴ民側とのインタビューや問題分析ワークショップを通じてコンゴ側により特定された課

題（添付 4）の確認を通じて、本プロジェクトにかかる要請の背景・内容を明確化する。 

1.2. 本プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集する。 

1.3. 公共保健省との協議を通じて、プロジェクト PDM 及び PO を策定する。 

1.4. 本プロジェクト開始までに必要な活動及びスケジュールを確認する。 

1.5. コンゴ民側と日本側により合意された事項を確認するために協議録の署名・交換を行う。 

 

2. プロジェクトの枠組み及び概要 

本プロジェクトの概要は別添 1「PDM 案」に記載される通りであり、その暫定的な実施工程は

別添 2「PO 案」のとおりである。PDM 案は、別添 5「RD（PV）案」の署名前に双方によって再検

討され得るものとする。 

2.1. プロジェクト名：保健人材開発支援プロジェクトフェーズ 2 

2.2. 責任機関：公共保健省 

2.3. 実施機関：公共保健省人材関連局 

2.4. プロジェクト期間：2014 年 1 月～2017 年 12 月（4 年間） 

2.5. ターゲットグループ：公共保健省人材関連局（人材技術員会含む）、州保健局人材担当課 

2.6. プロジェクト目標：国家保健人材開発計画 PNDRHS の策定及び実施を効果的・持続的に行

うために必要な基盤が保健省及び対象州において強化される。  

2.7. 上位目標、成果、投入：別添 1「PDM 案」に記載のとおり。 

 

3. プロジェクトの実施体制 

3.1. プロジェクトディレクターの役職と役割：保健省次官 

3.2. プロジェクトマネージャーの役職と役割：保健省第 1 局長 

3.3. カウンターパート機関：保健省第 1 局、第 6 局、第 11 局、対象州の州保健局 

3.4. 合同調整委員会の機能とメンバー構成： 

3.4.1. 機能：保健省次官が召集する保健省技術調整委員会（CCT）の下におかれるアドホック委

員会を合同調整員会とみなす。一年に１回開催し、プロジェクト年次活動計画の策定や活

動進捗の報告、その他プロジェクト運営に必要な事項の決定を行い、その結果・内容を

CCT に報告する。 

3.4.2. メンバー構成： 

（コンゴ側）第１、６、１１局長、第 7 局長補佐、第１、６、11 局課長、対象州の州保健局長

（MIP）及び B1 課長 

（日本側） 専門家、JICA 事務所、日本大使館 

（その他）双方の合意に基づき参加することが適切と判断される者 
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4. その他の協議事項 

4.1. 本プロジェクトの対象州：本プロジェクトの対象州は、コンゴ民の地方バランスと予算的制約

を考慮し、バコンゴ州・西カサイ州・カタンガ州の 3 州を対象州の候補とすることを、双方は

合意した。これら 3 州において円滑なプロジェクト実施がなされるよう、コンゴ民保健省はプ

ロジェクトにかかる R/D の署名時までに対象州の州関連当局（州保健大臣、MIP など）に対

して、プロジェクト案を十分に説明するとともに、これら州におけるカウンターパートの配置

や必要な行政手続等を含む負担事項の履行を確保することに同意した。地方分権化の過

程において対象州が分割された場合の対象地域については、別途双方の協議を経て定義

されることとする。 

4.2. 協力対象州への介入方法：協力対象地域 3 州における成果 3 にかかる活動を着実に実施

するため、その介入範囲を段階的に広げていくことが適当である点を双方は合意した。具

体的には、プロジェクトの前半においてはバコンゴ州を主な対象とし、その後、その進捗・成

果を踏まえつつ、他の 2 州に展開していくことを検討する。 

4.3. 本プロジェクトにおける教育基準作成の対象職種：国家パイロット校 IEMK（INPESS）では助

産師・看護師・衛生技師・薬剤技師・検査技師の5職種の養成コースが開講予定であるが、

各コースの教育基準（職能・養成・評価）の作成支援に関しては、本調査時点における

IEMK の開校準備状況に鑑み、本プロジェクトでは基本的に助産師を対象に支援を行うこと

を双方は合意した。その他の職種の教育基準の作成支援の可能性に関しては、プロジェク

ト開始 2 年目以降を目途に、IEMK（INPESS）の運営状況及びプロジェクト予算の状況等を

踏まえ、双方で協議することとする。 

4.4. 人材委員会の定期開催：PNDRHS2011-2015 の評価及び PNDRHS2016-2020 の策定のプ

ロセスにおいては、PNDRHS の上位計画である PNDS の評価・改定にかかるプロセスを管

理する第7局と人材関連局との連携が不可欠であることから、両者の情報共有が適切に行

われるよう人材委員会が定期的に開催されることが望ましい。 

4.5. 他省庁との連携：PNDRHS2011-2015 には上級・中級両レベルの助産師・看護師の人材開

発にかかる記載が不十分であることが人材関連局によって認識されているところ、この認

識に基づいたPNDRHS2011-2015の評価とPNDRHS2016-2020の策定を行う上では、上級

人材の養成を管轄する高等教育省との連携が望まれる。また、保健人材開発にかかるプ

ラットフォームであるオブザベートリーがそれとして十全に機能するためには、先に述べた

理由により保健省・高等教育省間の連携が重要となるだけでなく、公務員省との連携も促

進していく必要があることがコンゴ民側と日本側双方によって合意された。 

4.6. 国家統一卒業試験 Jury National への協力の取り扱い：国家統一卒業試験 Jury National

は中級保健人材の質を担保するうえで重要な制度である一方、その運営・実施は保健省

がその責任において確実かつ持続的に実施すべき通常業務の一環を成すものであること

に鑑み、PDM案に記載される活動2-5「国家統一卒業試験の実施」にあたっては、以下の2

点をその前提条件と定めることに双方は合意した： 

i )  プロジェクト第 1 フェーズ期間中に実施された Jury National 実施報告書（2012 年度）

及びコンゴ民・日本側合同で実施された終了時評価の報告書に記載された提言に基づき、

Jury National の実施細則が本プロジェクト開始前（2014 年 1 月）までに策定されること。 

ii ) 本プロジェクト実施期間を通じて、日本側による支援額を毎年、前年比 10%減とするこ

と。 
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4.7. PDM 案の改訂：活動の進捗状況、プロジェクト予算の状況、4.6 に掲げる前提条件の履行

状況に応じて、若しくは双方によって必要と認められる場合は、PDM の改訂（指標、成果、

活動、投入を見直し）を検討することとする。 

4.8. 効率的な事業運営：限られた予算・人員の中で最大の成果を上げるため、現地リソースの

活用、出張・ワークショップの効率的な運用などを含め、効率的な事業運営に努めることに

ついて双方合意した。 

4.9. プロジェクト開始までのスケジュール：2014 年 1 月のプロジェクト開始を目指し、日本国内に

おけるプロジェクト実施のための承認および両者による R/D（別添 5）への署名プロセスを

速やかに進めることについて双方は合意した。 

 

 

別添： 

1. プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）案 

2. 活動予定表（PO） 案 

3. プロジェクト実施体制案 

4. コンゴ民側の問題分析・目的分析系図 

5. RD 案 

 

以上 
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he

 a
nn

ua
l o

f R
H

S 
is

 re
ne

w
ed

 e
ve

ry
 y

ea
r i

n 
th

e 
ta

rg
et

 p
ro

vi
nc

es
 

3.
 T

he
 b

ud
ge

t 
fo

r 
th

e 
im

pl
em

en
ta

tio
n 

of
 t

he
 P

PD
R

H
S 

in
cr

ea
se

s 
(x

x%
) 

1.
 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
 

2.
 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
 

3.
 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
  

 

Pr
oj

ec
t P

ro
po

se
 

Th
e 

ne
ce

ss
ar

y 
ba

se
s 

fo
r 

th
e 

ef
fic

ie
nt

 
an

d 
su

st
ai

na
bl

e 
de

ve
lo

pm
en

t 
an

d 
im

pl
em

en
ta

tio
n 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
ar

e 
re

in
fo

rc
ed

 in
 b

ot
h 

th
e 

ce
nt

ra
l a

nd
 p

ro
vi

nc
ia

l l
ev

el
s.

 

1.
 T

he
 in

fo
rm

at
io

n 
on

 th
e 

O
N

R
H

S
 is

 u
pd

at
ed

 a
t l

ea
st

 o
nc

e 
ye

ar
. 

2.
 T

he
 p

as
s 

ra
te

 o
f t

he
 N

at
io

na
l J

ur
y 

is
 r

ai
se

d 
of

 x
x%

 in
 th

e 
ta

rg
et

 
pr

ov
in

ce
s.

 
3.

 T
he

 jo
in

t p
ro

gr
am

 fo
r t

he
 c

on
tin

ui
ng

 e
du

ca
tio

n 
is

 d
ev

el
op

ed
 in

 th
e 

ta
rg

et
 p

ro
vi

nc
es

 

1.
 T

he
 a

nn
ua

l r
ep

or
t 

of
 a

ct
iv

iti
es

 o
f 

th
e 

M
S

P 
an

d 
D

P
S

 
2.

 
Th

e 
ev

al
ua

tio
n 

re
po

rts
 

of
 

th
e 

N
at

io
na

l J
ur

y 
3.

 T
he

 m
on

ito
rin

g 
re

po
rt 

of
 th

e 
M

S
P 

an
d 

th
e 

an
nu

al
 re

po
rt 

of
 a

ct
iv

iti
es

 o
f 

th
e 

D
PS

 

Th
e 

co
or

di
na

tio
n 

be
tw

ee
n 

th
e 

M
S

P 
an

d 
D

P
S

 is
 m

ai
nt

ai
ne

d.
 

O
ut

pu
ts

 
1.

 
Th

e 
PN

D
R

H
S

(2
01

6 
-) 

is
 

de
ve

lo
pe

d 
an

d 
va

lid
at

ed
 

ba
se

d 
on

 th
e 

re
su

lts
 o

f t
he

 e
va

lu
at

io
n 

of
 th

e 
PN

D
R

H
S

 
(2

01
1-

20
15

). 
     2.

 
Th

e 
ne

ce
ss

ar
y 

le
ga

l a
nd

 n
or

m
at

iv
e 

do
cu

m
en

ts
 fo

r 
th

e 
im

pl
em

en
ta

tio
n 

of
 th

e 
P

N
D

R
H

S
 a

re
 d

ev
el

op
ed

. 
   3.

 
Th

e 
PP

D
R

H
S 

is
 d

ev
el

op
ed

 b
as

ed
 o

n 
th

e 
PN

D
R

H
S 

an
d 

re
al

 
fa

ct
s 

an
d 

st
ar

te
d 

its
 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
w

ith
 

th
e 

su
pp

or
t o

f t
he

 c
on

ce
rn

ed
 D

ep
ar

tm
en

ts
 a

t c
en

tra
l l

ev
el

.
 

1-
1 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
(2

01
1-

20
15

) 
 

is
 

de
ve

lo
pe

d 
1-

2 
Th

e 
nu

m
be

r 
in

te
rm

in
is

te
ria

l 
m

ee
tin

g 
on

 t
he

 f
un

ct
io

n 
of

 t
he

 
O

N
R

H
S

  
1-

3 
Th

e 
un

ifi
ed

 n
at

io
na

l v
is

io
n 

of
 th

e 
R

H
S 

(A
1 

an
d 

th
e 

A2
 le

ve
l) 

in
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
is

 d
ev

el
op

ed
. 

1-
4 

Th
e 

xx
 %

 o
f t

he
 p

ro
vi

nc
es

 d
ev

el
op

ed
 th

e 
PP

D
R

H
S

 
1-

5 
Th

e 
ne

w
 P

N
D

R
H

S 
is

 v
al

id
at

ed
 

 2-
1 

Th
e 

tra
in

in
g 

st
an

da
rd

s 
fo

r t
he

 A
2 

le
ve

l m
id

w
ife

 a
re

 d
ev

el
op

ed
 

2-
2 

Th
e 

re
gu

la
to

ry
 

do
cu

m
en

ts
 

of
 

th
e 

co
nt

in
ui

ng
 

tra
in

in
g 

 
ar

e 
va

lid
at

ed
 

2-
3 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rts

 o
f t

he
 N

at
io

na
l J

ur
y 

is
 d

ev
el

op
ed

 
 3-

1 
Th

e 
ro

ad
m

ap
 fo

r f
or

m
ul

at
in

g 
th

e 
PP

D
R

H
S

 is
 d

ev
el

op
ed

 
3-

2 
Th

e 
da

ta
 b

as
es

 c
ov

er
 x

x%
 o

f R
H

S
 in

 th
e 

ta
rg

et
 p

ro
vi

nc
es

 (
th

e 
pa

ra
m

et
er

 is
 t

he
 n

um
be

r 
of

 h
ea

lth
 s

ta
ff 

fro
m

 t
he

 a
nn

ua
l o

f 
R

H
S 

in
 

20
09

) 
3-

3 
Th

e 
P

P
D

R
H

S
 is

 d
ev

el
op

ed
 w

ith
 th

e 
su

pp
or

t o
f M

S
P

 
3-

4 
Th

e 
pr

og
re

ss
 r

ep
or

ts
 o

f t
he

 s
up

er
vi

si
on

 o
n 

th
e 

fo
rm

ul
at

io
n 

an
d 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

P
P

D
R

H
S

 is
 d

ev
el

op
ed

 

1-
1 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S 
(2

01
1-

20
15

) 
1-

2 
Th

e 
an

nu
al

 
ac

tiv
ity

 
re

po
rt 

of
 

M
S

P,
 th

e 
m

ee
tin

g 
re

co
rd

  
1-

3 
Th

e 
PN

D
R

H
S 

(2
01

6 
-) 

1-
4 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rt 

of
 

th
e 

PN
D

R
H

S
 

1-
5 

Th
e 

PN
D

R
H

S 
(2

01
6 

-) 
2-

1 
Th

e 
tra

in
in

g 
st

an
da

rd
s 

of
 th

e 
A2

 
m

id
w

ife
 

2-
2 

Th
e 

re
gu

la
to

ry
 d

oc
um

en
ts

 o
f t

he
 

co
nt

in
ui

ng
 tr

ai
ni

ng
 

2-
3 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 
re

po
rts

 o
f 

th
e 

N
at

io
na

l J
ur

y 
3-

1 
Th

e 
an

nu
al

 
ac

tiv
ity

 
re

po
rt 

of
  

th
e 

M
S

P,
 th

e 
ro

ad
m

ap
 

3-
2 

Th
e 

up
da

te
 r

ec
or

d 
of

 t
he

 R
H

S
 

da
ta

ba
se

 
3-

3 
Th

e 
PP

D
R

H
S 

ba
se

d 
on

 
th

e 
PN

D
R

H
S(

20
11

-2
01

5)
 

an
d 

th
e 

P
N

D
R

H
S

 (2
01

6 
-) 

 
3-

4 
Th

e 
pr

og
re

ss
 

re
po

rts
 

of
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６
－

２
P
D
M
（

英
語

）
 

su
pe

rv
is

io
n 

on
 t

he
 f

or
m

ul
at

io
n 

an
d 

th
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

PP
D

R
H

S
 

A
ct

iv
iti

es
 

1-
1 

Fu
nc

tio
na

liz
e 

th
e 

O
N

R
H

S
 

as
 

pl
at

fo
rm

 
fo

r 
th

e 
de

ve
lo

pm
en

t o
f t

he
 R

H
S

. 
1-

2 
D

ev
el

op
 t

he
 u

ni
fie

d 
na

tio
na

l 
vi

si
on

 o
f 

th
e 

R
H

S 
of

 a
ll 

le
ve

ls
. 

1-
3 

Su
pp

or
t 

th
e 

de
ve

lo
pm

en
t 

of
 t

he
 P

P
D

R
H

S
 (

-2
01

5)
 i

n 
ea

ch
 p

ro
vi

nc
e.

 
1-

4 
E

va
lu

at
e 

th
e 

P
N

D
R

H
S

 (2
01

1-
20

15
). 

1-
5 

D
ev

el
op

 th
e 

P
N

D
R

H
S

 (
20

16
-) 

ba
se

d 
on

 th
e 

re
su

lts
 o

f 
th

e 
ev

al
ua

tio
n 

of
 

th
e 

P
N

D
R

H
S 

(2
01

1-
20

15
) 

an
d 

th
e 

P
P

D
R

H
S

 (-
20

15
) d

ev
el

op
ed

 in
 th

e 
ac

tiv
ity

 1
-3

. 
1-

6 
E

va
lu

at
e 

th
e 

P
N

D
R

H
S

 (2
01

6 
-).

 
 2-

1 
E

st
ab

lis
h 

th
e 

tra
in

in
g 

st
an

da
rd

s 
(tr

ai
ni

ng
 

an
d 

ev
al

ua
tio

n)
 fo

r t
he

 A
2 

le
ve

l m
id

w
ife

. 
2-

2 
E

va
lu

at
e 

th
e 

tra
in

in
g 

st
an

da
rd

s 
(tr

ai
ni

ng
 a

nd
 e

va
lu

at
io

n)
 

fo
r t

he
 A

2 
le

ve
l m

id
w

ife
. 

2-
3 

D
ev

el
op

ed
 t

he
 le

ga
l a

nd
 n

or
m

at
iv

e 
do

cu
m

en
ts

 o
n 

th
e 

co
nt

in
ui

ng
 tr

ai
ni

ng
. 

2-
4 

Ev
al

ua
te

 t
he

 l
eg

al
 a

nd
 n

or
m

at
iv

e 
do

cu
m

en
ts

 o
n 

th
e 

co
nt

in
ui

ng
 tr

ai
ni

ng
. 

2-
5 

D
ev

el
op

ed
 t

he
 le

ga
l a

nd
 n

or
m

at
iv

e 
do

cu
m

en
ts

 o
n 

th
e 

ca
re

er
 m

an
ag

em
en

t. 
2-

6 
Ev

al
ua

te
 t

he
 l

eg
al

 a
nd

 n
or

m
at

iv
e 

do
cu

m
en

ts
 o

n 
th

e 
ca

re
er

 m
an

ag
em

en
t. 

2-
7 

Im
pl

em
en

t t
he

 N
at

io
na

l J
ur

y.
 

2-
8 

E
va

lu
at

e 
th

e 
re

su
lts

 o
f t

he
 N

at
io

na
l J

ur
y.

 
2-

9 
Ev

al
ua

te
 t

he
 d

eg
re

e 
of

 a
pp

lic
at

io
n 

of
 th

e 
G

ui
de

 o
f t

he
 

N
at

io
na

l J
ur

y.
 

2-
10

 Im
pr

ov
e 

th
e 

gu
id

es
 o

f t
he

 N
at

io
na

l J
ur

y 
ba

se
d 

on
 th

e 
re

su
lts

 o
f t

he
 e

va
lu

at
io

n.
 

 3-
1 

Es
ta

bl
is

h 
th

e 
da

ta
 b

as
es

 o
f 

th
e 

R
H

S 
in

 p
ro

vi
nc

e 
of

 
Ba

s-
C

on
go

 p
ro

vi
nc

e.
 

3-
2 

R
ev

is
e 

th
e 

P
P

D
R

H
S

 (
20

16
-) 

by
 D

P
S

 i
n 

th
e 

ta
rg

et
 

pr
ov

in
ce

s 
ba

se
d 

on
 th

e 
re

al
 fa

ct
s 

w
ith

 th
e 

su
pp

or
ts

 o
f t

he
 

D
ep

ar
tm

en
ts

 o
f t

he
 M

S
P.

 
3-

3 
Su

pe
rv

is
e 

th
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

PP
D

R
H

S 
in

 ta
rg

et
 

pr
ov

in
ce

s 
by

 th
e 

D
ep

ar
tm

en
ts

 o
f t

he
 M

S
P.

 

In
pu

ts
 

Ja
pa

ne
se

 s
id

e 
1.

 J
ap

an
es

e 
ex

pe
rts

 
1-

1 
Lo

ng
-te

rm
 e

xp
er

ts
: P

ro
je

ct
 m

an
ag

er
, h

ea
lth

 h
um

an
 r

es
ou

rc
e 

de
ve

lo
pm

en
t, 

C
oo

rd
in

at
or

 
1-

2 
S

ho
rt-

te
rm

 e
xp

er
ts

: R
H

S
 tr

ai
ni

ng
, R

H
S

 In
fo

rm
at

io
n 

 2.
 C

ou
nt

er
pa

rt 
tra

in
in

g 
2-

1 
Tr

ai
ni

ng
 in

 J
ap

an
: t

w
o 

or
 th

re
e 

pe
rs

on
s 

pa
r y

ea
r 

2-
2 

Tr
ai

ni
ng

 in
 th

ird
 c

ou
nt

rie
s 

(in
cl

ud
in

g 
th

e 
tri

la
te

ra
l c

oo
pe

ra
tio

n 
w

ith
 S

en
eg

al
) 

 3.
 E

xp
en

se
s 

fo
r 

th
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 t
he

 n
ec

es
sa

ry
 a

ct
iv

iti
es

 t
o 

ac
hi

ev
e 

th
e 

pr
oj

ec
t p

ro
po

se
. 

 4.
 

E
qu

ip
m

en
t: 

ne
ce

ss
ar

y 
eq

ui
pm

en
t 

an
d 

st
at

io
ne

rie
s 

fo
r 

th
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

pr
oj

ec
t a

ct
iv

iti
es

. 

 R
D

C
 s

id
e 

1.
 A

ss
ig

nm
en

t o
f t

he
 c

ou
nt

er
pa

rts
 

1-
1 

P
ro

je
ct

 D
ire

ct
or

 
1-

2 
Pr

oj
ec

t C
oo

rd
in

at
or

 
1-

3 
C

ou
nt

er
pa

rts
 o

f t
he

 J
ap

an
es

e 
ex

pe
rts

 
 2.

 P
ro

je
ct

 o
ffi

ce
s 

in
 th

e 
M

S
P 

an
d 

th
e 

D
P

S
 in

 ta
rg

et
 p

ro
vi

nc
es

 
 3.

 E
xp

en
se

s 
fo

r p
ro

je
ct

 o
pe

ra
tio

n:
 

w
at

er
 a

nd
 e

le
ct

ric
ity

 o
f 

th
e 

pr
oj

ec
t 

of
fic

es
, i

nt
er

ne
t c

on
ne

ct
io

n 

Th
e 

co
nd

iti
on

 o
f p

ub
lic

 
sa

fe
ty

 d
oe

s 
no

t 
de

te
rio

ra
te

 in
 th

e 
ta

rg
et

 
pr

ov
in

ce
s 

                       Pr
e-

co
nd

iti
on

s 
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６
－
３
P
D
M
（
日
本
語
）
 

P
D
M
0
.
3
（

案
）
バ
ー
ジ
ョ
ン
 
0
.
3
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：
保
健
人
材
開
発
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ェ
ー
ズ

2
 
 
 
 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
期
間
：
20
14

年
1
月
 –
 2
01
7
年

12
月
 (
4
年
間
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対
象
地
域
：
保
健
省
お
よ
び
対
象
州
の
州
保
健
医
務
局
（
バ
コ
ン
ゴ
州
、
西
カ
サ
イ
州
、
カ
タ
ン
ガ
州
）
 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
プ
：
保
健
省
 
保
健
人
材
関
連
局
（
人
材
技
術
委
員
会
を
含
む
）
、
対
象
州
の
州
保
健
医
務
局
人
材
担
当
課
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作
成
日
：
20
13

年
9
月

6
日
 
 
 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
要

約
 

指
 
標
 

入
手
手
段
 

外
部
条
件
 

上
位
目
標
 

 対
象
州
に
お
け
る
保
健
人
材
の
養
成
・
定
着
・
キ
ャ
リ
ア
管
理
・
継
続

教
育
が
適
正
か
つ
ニ
ー
ズ
に
即
し
て
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
成

果
が
他
州
へ
普
及
す
る
。
 

 

1
.
 
対

象
州

に
お

い
て

配
置

基
準

に
則

し
て

人
材

配
置

が
な
さ
れ
る
医
療
施
設
が

x
x
％
と
な
る
。
 

2
.
 
対

象
州

に
お

い
て

保
健

人
材

年
鑑

が
毎

年
更

新
さ

れ
る
。
 

3
. 

州
保

健
人
材

開
発

計
画

PP
DR
H
S
に

か
か
る

活
動

予
算
が

xx
%増

加
す
る
。
 

1
.
 
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
評
価
報
告
書
 

2
.
 
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
評
価
報
告
書
 

3
.
 
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
評
価
報
告
書
 

 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
目

標
 

 国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS

の
策
定
及
び
実
施
を
効
果
的
・
持
続

的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
盤
が
保
健
省
及
び
対
象
州
に
お
い
て
強
化

さ
れ
る
。
 

 

1
．

中
央

及
び
対

象
州

に
お

け
る

オ
ブ

ザ
ベ

ー
ト

リ
ー

が
年

1
回
以
上
更
新
さ
れ
る
。
 

2
.
 
対

象
州

に
お

い
て

中
級

保
健

人
材

の
国

家
統

一
卒

業
試
験

Ju
ry
 N
at
io
na
l
の
合
格
率
が

xx
％
向
上
す
る
。

3
．

対
象

州
に
お

い
て

継
続

教
育

に
か

か
る

ド
ナ

ー
合

同
計
画
が
策
定
さ
れ
る
。
 

1
.
保
健
省
、
州
保
健
局
年
次
活
動
報

告
書
 

2
.
 
国
家
統
一
試
験
評
価
報
告
書
 

3
.
保
健
省
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
、

州
か
ら
の
年
次
活
動
報
告
 

中
央
保
健
省
と
州
保
健
局

の
連
携
が
維
持
さ
れ
る
。
 

ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
 

 1
. 

国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS
（
2
0
1
1
-
2
0
1
5
）
の
評
価
結
果
に

基
づ

き
、
国

家
保

健
人

材
開

発
計

画
P
N
D
R
H
S（

2
0
1
6
-
）
が

策
定

・
承
認
さ
れ
る
。
 

   2
. 

国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS

を
実
施
す
る
た
め
の
各
種
規
定

が
整
備
さ
れ
る
。
 

    3
. 

対
象
州
に
お
い
て
中
央
の
関
与
の
も
と
、
国
家
保
健
人
材
開
発
計

画
P
N
D
R
H
S
に
則
し
、
且
つ
事
実
に
基
づ
い
た
州
保
健
人
材
開
発
計

画
P
P
D
R
H
S
が
策
定
さ
れ
実
施
が
開
始
さ
れ
る
。
 

1
-
1
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
（
2
0
1
1
-
2
0
1
5
）

の
評
価
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
。
 

1
-2

オ
ブ

ザ
ベ

ー
ト

リ
ー

の
機

能
強

化
に

関
る

省
庁

間
会
議
が
年

x
回
開
催
さ
れ
る
。
 

1
-
3
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
（
2
0
1
6
-
）
に
上

級
・
中
級
保
健
人
材
養
成
に
か
か
わ
る
共
通
ビ
ジ
ョ
ン
が

記
載
さ
れ
る
。
 

1
-
4
州
保
健
人
材
開
発
計
画

PP
D
R
H
S
を
策
定
し
た
州
が

x
x
%
に
な
る
。
 

1-
5 
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS
（
20
16
-）

が
承

認
さ
れ
る
。
 

2
-
1
中
級
保
健
人
材
（
助
産
師
）
の
教
育
基
準
が
作
成
さ

れ
る
。
 

2
-
2
継
続
教
育
に
か
か
る
規
定
文
書
が
承
認
さ
れ
る
。
 

2
-
3
国
家
統
一
卒
業
試
験

J
u
r
y
 N
a
t
i
o
n
a
l
の
評
価
報
告

が
作
成
さ
れ
る
。
 

3
-
1
州
保
健
人
材
開
発
計
画

PP
D
R
H
S
の
策
定
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ
が
作
成
さ
れ
る
。
 

3
-2

対
象

州
に

お
け

る
保

健
人

材
デ

ー
タ

の
カ

バ
ー

率
が

xx
%に

な
る
（
分
母
は

20
09

年
保
健
人
材
年
鑑
）。

 
3
-3

中
央

に
よ

る
支

援
の

も
と

で
州

保
健

人
材

開
発

計
画

P
P
D
R
H
S
が
策
定
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
。
 

3
-
4
州
保
健
人
材
開
発
計
画

PP
D
R
H
S
の
実
施
状
況
に
関

す
る
指
導
・
監
督
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
。
 

1
-
1
.
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
ND
R
HS
(
20
1
1-
2
01
5
)評

価
報
告
書

1
-
2
.
保
健
省
年
次
活
動
報
告
書
、
会

議
議
事
録
 

1
-
3
.
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
ND
R
HS
（
20
16
-）

  
1
-4
. 

国
家

保
健

人
材

開
発

計
画

P
N
D
R
H
S
評
価
報
告
書
 

1
-
5
.
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
ND
R
HS
（
20
16
-）

 
2
-
1
.
 
中
級
保
健
人
材
（
助
産
師
）

教
育
基
準
 

2
-
2
.
 
継
続
教
育
に
か
か
る
規
定
文

書
 

2
-
3
国
家
統
一
卒
業
試
験
報
告
書
 

3
-
1
.
保
健
省
年
次
活
動
報
告
書
、
ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
 

3
-
2
.
 
保
健
人
材
デ
ー
タ
更
新
記
録

3
-
3
.
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
ND
R
HS
（
2
01
1
-2
01
5）

及
び

PN
D
RH
S

（
2
0
1
6
-
）
に
基
づ
い
た
州
保
健
人

材
開
発
計
画

PP
D
R
H
S
 

3
-
4
 
州
保
健
人
材
開
発
計
画

P
P
D
R
H
S
の
実
施
状
況
に
関
す
る
指

導
・
監
督
報
告
書
 

 

 

活
動
 

1
-1

保
健

人
材

オ
ブ

ザ
ベ

ー
ト

リ
ー

を
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
と

し
て

機
能
さ
せ
る
。
 

1
-2

す
べ

て
の

レ
ベ

ル
の

保
健

人
材

養
成

に
か

か
る

共
通

ビ
ジ

ョ
ン

を
策
定
す
る
。
 

1
-
3
各
州
の
州
保
健
人
材
開
発
計
画

P
P
D
R
H
S
(
-
2
0
1
5
)
の
策
定
を
支
援
す

る
。
 

1-
4 
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS
（

2
0
1
1
-
2
0
1
5
）
を
評
価
す
る
。

1
-
5
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
N
D
R
H
S
（

2
0
1
1
-
2
0
1
5
）
及
び
活
動

3
-
2

で
策
定
さ
れ
る
州
保
健
人
材
開
発
計
画

PP
DR
HS
（

-
20
15
）
の
評
価
結
果

に
基
づ
き
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

P
ND
R
HS
（
20
1
6-
）
を
策
定
す
る
。

1-
6
国
家
保
健
人
材
開
発
計
画

PN
DR
HS
（
20
16
-）

を
承
認
す
る
。
 

 2
-
1
中
級
保
健
人
材
（
助
産
師
）
の
教
育
基
準
（
養
成
、
評
価
）
を
策
定

す
る
。
 

2
-
2
中
級
保
健
人
材
（
助
産
師
）
の
教
育
基
準
（
養
成
、
評
価
）
を
承
認

す
る
。
 

2
-
3
継
続
教
育
に
か
か
る
規
定
文
書
を
策
定
す
る
。
 

2
-
4
継
続
教
育
に
か
か
る
規
定
文
書
を
承
認
す
る
。
 

2
-
5
 
人
事
管
理
に
か
か
る
規
定
文
書
を
策
定
す
る
。
 

2
-
6
 
人
事
管
理
に
か
か
る
規
定
文
書
を
承
認
す
る
。
 

2-
7 
国
家
統
一
卒
業
試
験

Ju
ry
 N
at
io
na
l
を
実
施
す
る
。
 

2-
8 
国
家
統
一
卒
業
試
験

Ju
ry
 N
a
ti
on
al

の
結
果
を
評
価
す
る
。
 

2-
9 
国
家
統
一
卒
業
試
験

Ju
ry
 N
at
io
na
l
実
施
細
則
の
運
用
状
況
を

評
価
す
る
。
 

2
-
1
0
 
評
価
結
果
に
基
づ
き
国
家
統
一
卒
業
試
験

J
u
r
y
 N
a
t
i
o
n
a
l
実
施

細
則
を
改
善
す
る
。
 

 3
-
1
対
象
州

Ba
s
-
C
o
n
g
o
に
お
い
て
保
健
人
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築

す
る
。
 

3
-2
 
対

象
州

が
保

健
省

の
関

与
の

も
と

事
実

に
基

づ
い

た
州

保
健

人
材

開
発
計
画

PP
DR
HS
(2
01
6-
)を

更
新
す
る
。
 

3
-
3
保
健
省
が
対
象
州
で
の
州
保
健
人
材
開
発
計
画

P
P
D
R
H
S
の
実
施
状

況
を
指
導
・
監
督
す
る
。
 

 

投
入
 

日
本
側
 

1
. 

本
邦
専
門
家
 

1
.1
. 

 
長
期
専
門
家
の
派
遣
：
チ
ー
フ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、

保
健
人
材
開
発
、
業
務
調
整
 

1
.2
. 

短
期
専
門
家
の
派
遣
：
保
健
人
材
養
成
、
保
健
人

材
情
報
 

2
. 

研
修
 

2
.1
. 

本
邦
研
修
：
年
間

2
-
3
名
 

2
.2
. 

第
三
国
研
修
（
セ
ネ
ガ
ル
三
国
間
協
力
含
む
）
 

3
. 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

に
必

要
な

現
地

活
動

に

か
か
る
経
費
 

4
. 

機
材
：
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
必
要
な
事
務
機
器
、

事
務
用
品
 

 

 コ
ン
ゴ
民
側
 

1
. 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

の
配

置
：
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ダ
イ
レ
ク

タ
ー
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
 

2
. 

保
健
省
、
州
保
健
局
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
整
備
 

3
. 

経
常

経
費

の
予

算
確

保
及

び

負
担
：
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ

ス
の
光
熱
費
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
通
信
料
 

 

対
象

州
に

お
い

て
治

安
が

悪
化
し
な
い
。
 

                             前
提
条
件
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カタンガ州 州保健人材開発計画 ドラフト （イントロ部分） 

 

 

１. 保健人材の頭脳流出 

多くの国家組織において、保健人材がいくつもの養成やトレーニングを受けたあと、配置さ

れたポストを離れて他の国内外の組織、鉱山会社、国外へと移る例が見られる。 

ある程度の経験を積んだ人材は、給与の低い公務職よりも民間セクターで自分の技術に

ふさわしい最大限の所得を獲得することを選ぶ。またこれら人材の公務職に携わる期間の

短さから養成の収益性が低くなっている。 

また農村部勤務手当、ディプロマ手当、生活費高騰手当などが支給されていないことが頭

脳流出に拍車をかけている。 

 

２. 職員のための交通手段および医療費負担がなく住宅も不足 

国家公務員はかつて公共交通手段の乗車カード支給を受けていたが現在は無くなってい

る、国による公務員の医療費負担も無くなった。 州に配置された管理職者は国により公務

員宿舎を提供されていたのが現在は行われていない。 

 

人事管理 

 

１. 無秩序な人員採用 

州における保健組織の各レベルでのニーズ状況が明らかにされないまま人材採用が行わ

れている。州レベルでも末端のレベルでも、規則を遵守せず採用を行っている。統制のとれ

ない人材採用によって、州全体の保健人材数管理が難しくなり、保健組織の人員数が膨大

になり、プロフィールを考慮しない採用によって人材の職種配置が不適切になっている。 

 

2. 採用にあたって職階等が遵守されない 

採用に際して守るべき身分規則を知らない、公務職組織に関する経験も資格も持たない人

物が採用を行っているため、採用に際して職階が遵守されていない。そのため採用される

職員がポストに対して職階が高すぎたり低すぎたりしてカテゴリーによっては給与アップや

昇進に遅滞が生じている。 

 

３. 農村部のポストを捨てて都市部のポストに就く 

農村部において低い給与で困難な労務条件下に従事する保健人材は、学業を再開したり

レジャーを楽しんだり子供を良い学校に通わせられる可能性が大きい都市部への配置変

換を望む。その結果として、農村部には充分に資格を持つ人材が不足しているのに保健省

下の州の人事管理部局には職員からの配置転換願いが数多く寄せられ、保健人材配置の

アンバランスが如実になっている。 

 

４. 人材情報システムの不在 

SNIS-SSP 報告書の人材部分には、保健人材のカテゴリー、資格、身分、既婚か否か等の

重要な情報が明確にされていない。このような情報の欠如によって精確な保健人材数の管

理ができず、必要な資格を持った人材の配置が難しく、保健専門職者とそれ以外の人材の

不均衡（事務職が保健職を上回る）を招いている。 

 

	

	

５. 退職システムの欠如 

過去 10 年以上前から退職システムが機能していない。2005 年に退職した数わずかな職

員も全く退職金を受けていない。退職年齢を超えた職員を退職させるシステムが無いこと

から、国家は公僕の年齢若返りを図れないでいる。 

 

６. 保健人材組織編成が現状に合致していない 

2003 年に制定された現在の組織編成は現状に合致しなくなっている。保健行政組織図は

過去のものとなっている。複数の部局が同様の任務や事業を担当している。これによって

権限や事業の重なり合い、権能の衝突、各部局と任務のあいだに一貫性がない状態を呈

している。また組織間に機能的、実務的な関係作りが行われておらず、役割、責任、権限、

機能、特権の行使に混乱が生じている。 

同様に雇用口やポストの実務的なジョブデスクリプションも不在である。 

 

初期教育 

 

１. 州初期教育計画の不在 

州初期教育計画の不在によって養成コースのバランスが取れず、あるカテゴリーの保健人

材が過剰に養成され、養成の質の低下、過剰に養成された看護士の失業、他の専門分野

の人材不足（衛生技師、薬剤助手、助産師 等）、資格不充分などを引き起こしている。 

 

２. 関係者間の協議枠組みの不在 

初期教育担当部局と、中級保健人材養成校•中級看護人材養成校の振興担当者や ESU

責任者を初めとする関係者との協業のための公式のメカニズムが無い。このため保健人

材養成コースの組織、学生の応募やディプロマに関して合意形成による決定が行われてい

ない。 

 

３. 教育の質が低い 

国家による助成がないため、生徒募集のみが養成校にとっての資金源を成しており、選考

基準、評価基準が守られず、これらに対する監督やスーパービジョンも実施率が低い。 

上級•大学レベルの教員は後継者養成の政策もないままに多くが退職年齢に達しており、

高齢化が進んでいる。 

 

４. 教育プログラムがニーズに合致していない 

中級、上級、大学レベルで現在実施されている教育プログラムやメソッドでは、生徒に卒業

後すぐに現場で役立つ能力を育てられず、このためのスキルアップ研修が求められている。 

 

継続教育 

 

１. 法規•基準が入手不可能 

2006 年カタンガ州に B11 局が設置されて以来、 関連部局や関連プログラムが則るべき継

続教育に関する基準や法規は無く、テーマによってはトレーナープールが不在であるため

プロフィールの合致しないトレーナーが使われている。 
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初期教育 
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2006 年カタンガ州に B11 局が設置されて以来、 関連部局や関連プログラムが則るべき継
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２. 教育の調整がとれていない 

B11 局が他の関連部局、関連プログラム全体との継続教育事業の一貫性の取れた合同プ

ログラム策定を行っていないため、現任教育がバラバラに組織されており、教育された人

材のモニタリングもほとんど行われていない。 

 

３. 継続教育に関するデータ更新が行われていない 

現在 B11 局では継続教育に関する更新されたデータを持っていない。データは不充分であ

り、バラバラに関連各組織や民間企業、ドナーが持っておりアクセスが難しい。 

 

４. 継続教育メソッドがニーズに応えていない 

資格要件を満たさないトレーナーが用いる継続教育メソッドでは育成すべき職員のレベル

が考慮されていない。トレーニングは実技よりも理論が多く、モジュールも教材もトレーニン

グ後に活用されることはない。したがってトレーニング前とトレーニング後の違いが無い。 

 

５. 継続教育関連ドナーとの協力が不充分 

継続教育担当部局と保健分野のドナーとの間に全体的な計画が無いため、継続教育に関

する情報の共有ができない。 

また継続教育に対する資金支援における協調はほとんど行われていない。 

このため教育内容の優先付けが行われず、教育基準が遵守されず、継続教育に関するデ

ータがあまり報告されることがない。 

 

６. 継続教育対象職員の選定が不適切 

資格要件を満たさない職員がトレーニングの対象として選ばれており、トレーニング対象者

管理不在の根幹を成している。このためにトレーニングの設定目標が達成されることはほと

んどない。 

 

長所、短所、好機、脅威に関する分析 

 

１. 長所（ストレングス） 

• 地域手当の給付 

• 現状診断が行われ、それに基づいた勧告が作成されている 

• 保健人材に関する BTP2009 勧告が作成されている 

• 州保健計画（PPDS）および活動実施計画（PAO）が作成されている 

 

２. 短所（ウィークネス） 

• 危険手当支払いに差別がある 

• 州内の採用場所が多岐にわたる 

• データベース管理のためのトレーニングを受けた職員がいない 

 

３. 好機（オポチュニティ） 

• ドナーによる支援 

•  ドナーを含めたステークホルダーを保健国家計画に同調させる 

 

 

	

	

４. 脅威（スレット） 

• 不適切な給与政策 

• 資金不足（給与予算不足） 

• 初期教育セクターにおける利益追求型民間学校の存在 

 

戦略的ビジョン 

 

保健州局の内外の環境が分析され、カタンガ州における保健人材開発分野の戦略的ビジ

ョンが次のように定義された。 

「保健州局は州および末端のレベルにおいて、コンピテンシー高く、やる気があり、パフォー

マンス高い多分野にわたる保健チームが充分な数で適正な配分により配置され、質の高

い保健サービスを供給し、カタンガ州民の健康状態の改善に貢献する。」 

このように策定された州保健人材開発計画（PPDRHS）は、州保健計画（PPDS）	2012-2015

の戦略的方針を具現化し、年間活動実施計画（POA）を用いて政府の保健セクター戦略を

実施するものである。州保健人材開発計画は、保健人材が効果的かつ効率的に活用され

るよう中級保健人材養成の規制を目指す。当該計画は保健人材のコンピテンシー開発お

よび定着化の効果的なメカニズムを定義する。当該計画の活動は関連セクター、関連ドナ

ー、市民社会、地域コミュニティーを巻き込んで実施される。 

 

４.2. 目標 

４.2.1. 全体的目標 

今後 2015 年までに質の高い保健サービスの提供を目指し、州保健局にコンピテンシーあ

る、やる気のある、パフォーマンス高い保健人材を充分な数で適正な配分により配置する。  

 

４.2.2. 活動目標 

1.  保健人材開発担当組織の制度的ガバナンスとリーダーシップを強化する 

2. 保健人材計画策定の枠組みを強化する 

3. 中級保健人材養成の質の向上 

4. 保健人材コンピテンシー開発および管理を強化する 

5. 保健人材のモチベーションを高め配属ポストに定着させる 

 

４.3.  戦略的基軸 

活動目標 1.  保健人材開発担当組織の制度的ガバナンスとリーダーシップを強化する 

１）保健人材に関する情報システムの構築 

２）保健人材分野および分野横断的なパートナーシップの強化 

 

活動目標 2. 保健人材計画策定の枠組みを強化する 

１）保健人材計画策定のための基準および制度的枠組みの開発 

２）保健人材担当組織の計画策定に係る能力強化 

３）保健人材計画策定の促進 

 

活動目標 3. 中級保健人材養成の質の向上 

１）中級人材養成機関の浄化 

２）養成機関の制度的能力の強化 
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活動目標 4. 保健人材コンピテンシー開発および管理を強化する 

１）州内の都市部と農村部の間での保健人材の適正な配分状況を目指した向上 

２）保健人材のための継続教育システムの開発 

３）保健人材に関する研究の振興 

４）州保健人材開発担当組織の人的•組織的能力強化 

 

活動目標 5. 保健人材のモチベーションを高め配属ポストに定着させる 

１）保健人材労務環境の改善（インフラ、機材、業務ツール等） 

２）保健人材の社会的待遇、給与の改善 

３）農村部に対するインセンティブ措置の促進（過疎地手当、遠隔地勤務手当、宿舎の建造 

等、州政府による地方分権措置参照のこと） 
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